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         令和７年第３回八千代町議会定例会会議録（第３号） 

         令和７年９月１０日（水曜日）午前９時01分開議 

 

本日の出席議員 

  議長（９番） 上野 政男君   副議長（６番） 安田 忠司君 

     １番  赤荻 妙子君       ２番  赤塚 千夏君 

     ３番  榎本 哲朗君       ４番  田 安夫君 

     ５番  谷中 理矩君       ７番  増田 光利君 

８番  大里 岳史君       10番  生井 和巳君 

11番  大久保 武君       12番  水垣 正弘君 

13番  宮本 直志君       14番  大久保敏夫君 

 

本日の欠席議員 

     な  し 

                                      

説明のため出席をしたる者 

   町    長  野村  勇君   副 町 長 木瀬  誠君 

   教 育 長 関   篤君   秘 書 公室 長 馬場 俊明君 

    
   総 務 部 長 

 
 生井 好雄君 

  町民くらしの 
  部    長 

 
古澤 朗紀君 

   保健福祉部長 野中 清昭君   産業建設部長 青木  譲君 

   教 育 部 長 小林 由実君   秘 書 課 長 市村 隆男君 

   ま ち づく り 
   推 進 課 長 

 
斉藤 典弘君 

 
  総 務 課 長 

 
鈴木 和美君 

 
   財 務 課 長 

 
中川 貴志君 

  公共施設整備 
  準 備 室 長 

 
須澤  晃君 

   税 務 課 長  諏訪 敦史君 福祉介護課長 粟野 直人君 

   農 業 委 員 会 
 事 務 局 長 

  
 齊藤 武史君 

 
  産業振興課長 

 
為我井 正君 

   都市建設課長 倉持 浩幸君   上下水道課長 秋葉 通明君 

   会計管理者兼 
   会 計 課 長    

 
鈴木 佳奈君 

 
  総 務 課主 査 

 
大久保拓哉君 
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   財 務 課補 佐  山中 昌之君   

                                      

議会事務局の出席者 

   議会事務局長  飯岡 勝利      補    佐  菊 佐知子 

   主    幹  秋葉  航 

                                      

議長（上野政男君） 引き続きご参集をくださいまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員数は14名であります。よって、定足数に達しておりますので、こ

れから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

          （議長が了承を求めた議事日程は次のとおり） 

 

      議  事  日  程  （第３号） 

                      令和７年９月10日（水）午前９時開議 

 

日程第１ 通告による一般質問 

                                      

議長（上野政男君） 傍聴人の方に申し上げます。 

 地方自治法第130条第１項並びに八千代町議会傍聴規則第10条の規定により、会議を妨

害する行為があった場合には退場を命ずることがありますので、あらかじめご注意を申

し上げます。 

 また、八千代町議会傍聴規則第８条の規定により、傍聴席における写真、動画等の撮

影及び録音等につきましては、しないこととされておりますので、ご注意を申し上げま

す。 

 なお、携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りくださいますようお願いを申し上げま

す。 

 本日の会議におきまして、町広報ＰＲ係による写真撮影を許可いたしましたので、ご

了承願います。 

 ここで脱衣を許可いたします。 
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  日程第１ 一般質問 

議長（上野政男君） 日程第１、通告による一般質問を行います。 

 順序に従いまして質問を許します。 

 初めに、１番、赤荻妙子議員の質問を許します。 

 １番、赤荻妙子議員。 

     （１番 赤荻妙子君登壇） 

１番（赤荻妙子君） おはようございます。今回、８回目の一般質問をさせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。 

朝早くより傍聴にお越しいただきました皆様、感謝申し上げます。ただいま議長の許

可をいただきましたので、通告に伴い２項目質問いたします。 

若年性認知症についてお聞きします。９月は、国際アルツハイマー病協会が提唱する

世界アルツハイマー月間であり、９月21日は世界アルツハイマーデーと定められており

ます。日本においても、厚生労働省や自治体、関係団体が連携し、認知症への正しい理

解を広げ、偏見や差別をなくし、認知症の人やご家族を支える社会づくりを進めるため

に、全国各地で様々な啓発活動が行われております。具体的には、講演会やフォーラム、

認知症カフェの開催、さらにはオレンジ色にライトアップする取組などが実施されてい

ます。 

令和２年３月の調査では、発症年齢は平均で54.4歳であり、前回の調査、平成21年３

月では51.3歳となっておりますので、３歳ほど年齢は上がっています。原因となる疾患

は、アルツハイマー認知症が52.6％、血管性認知症は17.0％、頭部外傷後遺症、前頭側

頭葉変性症、アルコール性認知症、レビー小体型認知症があります。本人や配偶者の親

の介護が重なる場合には、介護負担がさらに大きくなります。介護者が配偶者に限られ

ることが多いため、配偶者も仕事が十分にできにくくなり、身体的、精神的、経済的に

も大きな負担を強いられることになります。高齢者の認知症は女性が多いのですが、若

年性認知症は男性が多いのが特徴です。初期段階は、物忘れ、頭痛、目まい、不眠、不

安感、自発性や意欲の低下、抑鬱の症状が見られます。進行すると、仕事や家事のミス

が増え、作業や処理のスピードも低下してきます。異常に気づき、受診しても、年齢的

に鬱病、更年期障害と疑われる傾向があります。高齢者の認知症に比べて、制度や支援

の対象から漏れやすく、孤立や経済的困窮に直面することも少なくありません。現在、

若年性認知症サービス利用の内容を教えてください。 
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65歳未満で発症する若年性認知症は、全国で３万5,700人、厚生労働省推計とされてお

り、実際には診断を受けていない方も含めると、さらに多いと考えられています。働き

盛りの時期に発症することが多く、仕事を続けられなくなり、収入が大きく減少する一

方で、医療費や介護費用がかかるなど、経済的負担が非常に重くなってくると思われま

す。介護保険だけでは支援が不十分な場合があり、本人、家族の経済的な負担がありま

す。あるいは、学齢期のお子さんを抱えるケースもございます。介護と仕事、子育ての

両立など、家族の負担は大変大きなものです。家族や介護者への相談支援、レスパイト、

休息支援、子育て世帯への配慮、若年性認知症に関する正しい知識や理解を広める周知

啓発が重要です。職場や学校、地域社会など、多様な場での啓発強化をすべきと考えま

す。発症後も働き続けられるよう、今後の支援体制整備、取組を伺います。 

小学校における熱中症対策についてお聞きします。近年、地球温暖化の影響で、年々

気温が上がり、以前とは全く環境も変化しています。海の気温が上がったこともあり、

海の気温の調査のため、実際さわってみたのですが、暖かく感じられました。このまま

では、子どもたちの安全確保の早急な対応が必要だと思われます。特にアスファルトの

照り返しや日陰の少ない通学路など、子どもたちの体にかかる負担は大きなものです。

大人に比べ重症化しやすいと言われています。子どもたちの安全安心な学校生活を守る

ため、十分な対策が求められていると考えます。登下校時における熱中症対策の現状を

伺います。 

子どもたちが安全に活動できる環境づくりに向けた設備、運営対策についてお聞きし

ます。教室環境の冷房設備は完了していますか。使用電力や運転経費の増大による運営

上の課題は、どのように捉えていますか。併せて、換気や空気循環の確保について工夫

はされていますか。体育館、特別教室の大規模な空間では、冷房が十分に行き届かず、

熱中症のリスクが高い環境になりやすいのが実情です。ミスト、扇風機の設備や遮熱塗

装などの暑さ対策、また水分補給の環境設備は欠かせません。給水器の設備状況や水筒

持参のルール、休み時間や授業中の水分補給の取扱い、熱中症予防に関する児童への教

育、教職員への研修は、どのように実施されているのか。保健室での応急対応体制や緊

急搬送の連携体制。他自治体では、暑さ指数を活用した授業調整や日傘登校の容認とい

った取組も始まっています。今後、どのように熱中症対策を強化していくお考えか、課

題、改善点について教えてください。 

以上になります。よろしくお願いいたします。 



- 85 - 

議長（上野政男君） 野中保健福祉部長。 

     （保健福祉部長 野中清昭君登壇） 

保健福祉部長（野中清昭君） 議席番号１番、赤荻妙子議員の通告による一般質問にお

答えをいたします。 

私のほうからは、若年性認知症についてお答えいたします。認知症は、一般的には高

齢者に多い症状でありますが、65歳未満で発症した場合、若年性認知症とされておりま

す。全国の若年性認知症の人数につきましては、議員のご質問にもございましたが、国

立の日本医療研究開発機構、認知症研究開発事業により、平成29年度から令和元年度に

かけて実施した実態調査の結果では、全国で３万5,700人という推計が出ております。

18歳から64歳の人口10万人当たりに当てはめますと、50.9人の方が若年性認知症という

ふうに言われておりまして、その割合を当町の人口に置き換えますと、約６人の方が若

年性認知症というふうな計算がなされます。実際、当町で若年性認知症として把握して

いる人数としましては、令和７年８月時点で、精神障害者手帳をお持ちの方で２人、ま

た介護保険を利用している40歳から64歳の第２号被保険者の中で認知症の所見がある方

が２人で、合計で４人でございます。 

ご質問の１点目、現在、若年性認知症サービス利用ですが、平成28年度から若年性認

知症の方や家族の方からの相談に対する窓口を都道府県が設置することとされており、

関係機関との調整役となる若年性認知症支援コーディネーターの配置が進められていま

す。現在、茨城県におきましては、県の委託事業としまして、精神科医療を専門とする

２つの病院に相談窓口が設置され、コーディネーターが配置されております。町の相談

窓口としましては、福祉介護課内の地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配

置しており、また基幹相談支援センターにおきましては、福祉サービスの利用に速やか

につなげられるよう、４人の相談支援専門員を配置しているところでございます。 

若年性認知症の方が利用できるサービスとしましては、認知症と診断され、一定の精

神障害の状態にあることが認定されますと、精神障害者保健福祉手帳を取得することが

できます。また、脳血管性認知症やレビー小体型認知症などで身体症状がある場合は、

身体障害者手帳を取得できる場合がございます。これらの手帳を取得することで、該当

する福祉サービスの利用が可能になるほか、認知症を発症した後も、現在の職場で企業

の障害者雇用枠として働き続けることが可能となる場合がございます。そのほか、介護

保険制度では、40歳から65歳未満の方が老化による認知症と診断された場合は、２号被
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保険者として介護サービスを利用することもございます。 

次に、（２）の本人、家族の経済的負担でございますが、若年性認知症の発症年齢は、

議員ご指摘のとおり、平均で54.4歳と言われており、本人や配偶者が現役世代であるた

め、認知症になって失業してしまいますと、経済的に困窮することになります。また、

子どもの教育、就職など、家族への影響も含めて社会生活への影響が大きなものとなっ

てしまうこともございます。 

そのような経済的負担の軽減を図る制度としまして主なものを申し上げますと、まず

認知症で通院治療している方は、公費負担医療制度である自立支援医療の適用を受ける

ことができ、医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担が１割に軽減される場合がござ

います。その自立支援医療では、一月当たりの自己負担額につきましても、世帯の所得

や疾病等に応じまして上限が定められており、負担軽減が図られております。 

また、全国健康保険協会、または健康保険組合に加入しているご本人が、若年性認知

症により仕事を休み、給料が得られないときには、その間の生活を保障するための現金

給付の制度としまして傷病手当金の制度がございます。さらに、若年性認知症を原因と

しましても、一定以上の障害の状態になってしまったときには障害年金に適用され、年

金を受けられる場合がございます。そのほか、障害者手帳をお持ちの方は、税制の優遇

措置や公共交通料金、施設の利用料の割引等が適用となることがございます。 

次に、（３）の今後の取組についてでございますが、町としましては、認知症になって

も地域で暮らし続けられる社会の実現を目指し、毎年、認知症講演会や認知症サポータ

ー養成講座を開催しております。その中で、若年性認知症にも触れ、認知症の症状や対

応について正しい知識と理解を深めていただけるよう普及啓発に努めているところでご

ざいます。 

引き続き、若年性認知症の方やご家族に対しまして速やかに援助できますよう、その

特性に合わせた事業や福祉サービスを検討するとともに、相談支援体制を整えてまいり

たいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） 議席番号１番、赤荻妙子議員の通告による一般質問にお答えい

たします。 
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初めに、学校につきましては、子どもたちの健やかな成長と自己実現を目指して学習

活動を行うというところでございますが、その基盤として安全で安心な環境が確保され

ていることが必要でございます。しかしながら、近年、熱中症リスクの高い気象状況が

続いており、文部科学省「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」により

ますと、学校管理下における熱中症は、小学校、中学校、高等学校を合わせると毎年

5,000件程度発生しているところでございます。 

こうした状況の中、当町におきましても最重要事項の一つとして、国、県の熱中症対

策ガイドラインやチェックリスト、各種の文書等の通知に基づき、各学校において危機

管理マニュアルの中に熱中症対策も位置づけているところでございます。さらに、保護

者、学校運営協議会委員、民生委員をはじめ、地域の皆様にご協力をいただきながら、

熱中症予防体制の徹底に努めているところでございます。 

まず、ご質問１点目の登下校における熱中症対策の現状につきましては、下校の際、

校舎外で待機時間を少なくしたり、外での下校集会を行わないようにしているところで

ございます。また、小まめな水分補給への声かけ、さらにはクールタオル、日傘等の使

用の推奨などを進めているところでございます。クールタオル、日傘の利用につきまし

ては、３割から６割と、学校や学年により差が見られます。この現状につきましては、

地区内での協力も含め、１つ目といたしまして、暑さが厳しく心配な状況では、保護者

の皆様の迎えが多いこと、２つ目といたしまして、放課後児童クラブ利用者も多いとい

うことが考えられます。また、厳重警戒や熱中症警戒アラートが発表されているときは、

低学年の下校時刻を遅らせ、高学年と一緒に下校させるなどの対応をしているところで

ございます。 

２点目のご質問の設備、運営対策についてでございますが、まず設備については、小

学校には児童がより長い時間を過ごす普通教室を優先し、平成30年度に空調設備を設置

しているところでございます。また、空調設備を設置していない特別教室につきまして

は、利用頻度が高い理科室や体育館について、移動式のスポットクーラーを配置してお

ります。冷水機につきましては、全ての学校には設置はしていない状況でございますが、

保護者に対して水筒の持参をお願いしているところでございます。 

空調機器の使用電力や運転経費等についてでございますが、空調機器につきましては、

暑さ指数はもちろんのこと、体感等も重視しながら使用している状況でございます。児

童生徒の学習環境の確保、そして命を最優先に考えて対応しているところでございます。 
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換気や空気循環につきましては、休み時間の換気はもちろんのことですが、授業中に

も対角線上の窓を少し開けるなど、効果的な換気を実施し、学習環境の確保を図ってい

るところでございます。 

次に、運営対策についてでございます。暑さ指数計により随時計測をいたし、指数が

高い場合には、屋外での活動や屋内での運動も禁止しているところです。また、エアコ

ンの活用、小まめな水分補給、活動内容に応じた随時休憩等の徹底を図り、児童の状況

を適宜観察しながら健康管理に努めているところでございます。また、体調が少しでも

思わしくないときに、すぐに伝えられる、さらには相互に体調を気遣える環境体制づく

りにも努めているところです。 

さらに、始業式、終業式、集会等のオンラインでの実施や、空調設備のない特別教室

等での授業を普通教室での実施に変更するなど、児童の体調を第一に考え、教育活動を

進めているところでございます。 

なお、今年度１学期において、熱中症での学校からの救急搬送や重症化した児童生徒

はおりませんでした。熱中症ぎみで体調が優れない児童生徒は数名おりましたが、保健

室で休ませ、保冷剤で冷やしたり、経口補水液を飲ませたりしながら、いずれも回復に

向かうことができました。その際、保護者にも連絡をし、家庭でも様子を見ていただく

ようにしているところでございます。各学校での予防対策、児童生徒自身の熱中症への

意識の高まり、さらには保護者、地域の皆様のご協力のおかげでこのような状況になっ

ているというふうに考えているところでございます。 

３点目のご質問、今後の課題、改善点についてでございますが、日差しが強い時間帯

での登下校は重篤な事態へつながるおそれが懸念されるため、教育委員会、校長会で検

討し、夏休み明けは町統一の下校対策を実施したところでございます。 

対策の内容についてでございますが、９月５日まで、先週の金曜日までですが、小学

校の下校については、保護者の迎えや放課後児童クラブ利用者以外の徒歩による下校児

童につきましては、日中の一番暑い時間を避けるために、５時間の授業の日は学校に待

機させ、６時間授業終了後に高学年とともに下校させる対策を実施いたしました。今週

からにつきましても、校長会等と連携しながら、下校時刻、日課表の見直し、塩分タブ

レットの配布や保冷方法など、様々な視点から検討していきたいと考えているところで

ございます。 

引き続き、児童一人一人の大切な命を守るため、安全を最優先に考え、元気に教育活
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動を進められるよう、学校、町、保護者、そして地域全体で子どもたちを見守る体制づ

くりに向け努力してまいりたいと考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。議員各位のご理解とご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） 議席番号１番、赤荻妙子議員の通告による一般質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

現在、若年性認知症サービス利用、そして２の本人、家族の経済的負担については、

先ほど担当部長が答弁をさせていただいたとおりという形になります。 

今後の取組についてでありますが、若年性認知症という、そういう言葉をまず理解し

たほうがいいかなということなのですが、65歳未満で発症する様々な認知症の種類の総

称という形になろうかと思います。種類と申しましたのは、先ほど赤荻議員がご説明し

ていただいたとおりであるというふうに思います。２つにこれも区分されていまして、

40歳から60歳までに発症した場合は初老期認知症、そして18歳から39歳までに発症した

場合は若年期認知症とも呼ばれているという形になります。特に若年性認知症に対する

認知度は低いものと認識しております。患者数こそ多くはないものの、働き盛りの世代

で発症するため、ご本人だけではなく、ご家族の生活に大きな影響を及ぼす可能性が見

られるという形になります。 

認知症基本法が令和５年６月に成立し、翌年１月に施行され、それに基づき当町では

認知症施策を推進しているところでございます。若年性認知症の方の支援といたしまし

ては、早期発見や早期支援につなげるため、地域包括支援センターを中心とし、障害福

祉係、介護保険係、八千代町基幹相談支援センターと連携を図るとともに、ご本人やご

家族、または住民の方に若年性認知症の理解を深める周知啓発、福祉サービス等の充実

を今後も推進してまいりたいと考えております。また、若年性認知症になっても住み慣

れた地域で安心して暮らしていける町にしていきたいと、このような考えを持っており

ます。 

以上、答弁とさせていただきますが、引き続き住民の方々への若年性認知症及び対策

の周知を図りますとともに、特性に合わせた事業や福祉サービスを検討してまいりたい

と考えております。 
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具体的に、この流れとして私の考え方としましては、認知症の方の生活のしづらさと

いうものは、病気の特性から周りの人を含めた環境との関係に大きく影響されるという

認識を持っております。そして、本人を抜きにこれを考えることはできないというのは

一つあると思います。さらに言えば、認知症の本人の意見を把握し、本人視点を認知症

施策の企画立案や評価に反映することが必要になる、このような順番になろうかと思い

ます。そして、我々は、人として当たり前の権利を得るために必要な支援を行う、この

ような流れを確立していくことがこの対策ということに具体的にはなろうかというよう

な考えを持っております。 

続きまして、小学校における熱中症対策についてというご質問でありますが、詳細に

つきましては、ただいま教育長が詳細にお答えさせていただいたかと思います。熱中症

は命に関わる問題でありまして、気象庁の発表でも今後真夏日は増える、このような見

解を示されています。対策をきちんと考えていくというのは課題になろうかというふう

に思います。特に今年の暑さは災害級、こういう言葉が使われるに至っているところか

ら、既に実際に気温が高くなっている、高温化しているわけでありますから、こういう

ものの対策は十分にやっていかなくてはならないなと思います。 

話はそれますが、高温化の一つの流れとしまして米がやっぱりあるのですよね。高温

化で「にじのきらめき」というものに品種を変更しました。ところが、それさえ生育が

危ぶまれるというような暑さになるということでありますから、人間にとっても大変な

暑さの中の生活が予想されるということになります。 

近年は、地球温暖化の影響によりまして、年々気温の上昇が著しく、地球規模の猛暑

が続いています。今年は、先ほど申しましたように、記録的な暑さになって、今年も熱

中症のリスクが高まっていくと認識しております。当町としましては、熱中症対策は児

童生徒の安全と学習環境の確保に直結する重要な課題でありまして、家庭、地域と連携

して総合的に取り組むものと認識しております。 

独立行政法人日本スポーツ振興センターのデータがございまして、熱中症の発生割合、

これがあります。一番多いのは、部活動や課外学習を含む課外指導時、これが全体の65％

を占める、こういうデータはあります。そして、町村によっては既にガイドラインとい

うものをつくられておりまして、そこには認知症に対する認識をもっと高める必要があ

ると、こういう見解が示されている中で、認知症の症状、予防対策、応急処置のポイン

ト、原因を知ること、そのメカニズム、そして備え、このような対策を講じる、こうい
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うことも私たちも取り組んでいかなければならないのかなというふうなことを考えてお

ります。課題と具体策については、申し述べたとおりという形になります。 

熱中症の予防については、国、県の方針や危機管理の指針を踏まえ、学校が地域の実

情に応じた柔軟な対応が取れるよう対策を整備していきたいと思います。今後につきま

しても、あらゆる角度から検討を進めていく必要があると思いますが、先進自治体の対

応状況なども参考にしながら、熱中症の予防を徹底してまいりたいと、このように考え

ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） 再質問ありますか。 

 １番、赤荻妙子議員。 

１番（赤荻妙子君） 若年性認知症について再質問いたします。 

若年性認知症は、介護保険が使える年齢に達していないケースが多く、制度のはざま

で支援が不足しています。経済的負担の中でも、特に大きいのは収入減少の対応です。

介護度が重い方は、排せつがうまくいかないと思われます。さらに経済的な負担が重く

なります。おむつ助成検討も含め、具体的な検討をされているのか伺います。よろしく

お願いします。 

議長（上野政男君） 野中保健福祉部長。 

     （保健福祉部長 野中清昭君登壇） 

保健福祉部長（野中清昭君） 議席番号１番、赤荻妙子議員の再質問にお答えをいたし

ます。 

ご質問の内容は、おむつ助成なども含めて具体的な事業は何かあるのかということか

と思いますけれども、当町では町独自の事業としまして在宅高齢者等介護用品購入費助

成というものを行っております。対象者は、住民税非課税世帯で、在宅で常時おむつ等

の介護用品を使用している方となりまして、月に4,000円を助成しております。こちらの

事業は、高齢者だけではなく、若い方で障害等によりましておむつを使用している方も

対象となっております。 

県西地区におきまして、同様の事業の実施状況を見てみますと、当町と同じく住民税

非課税の方を対象として実施しているものとして、結城市と境町は月5,000円、五霞町は

月3,000円、坂東市は月2,500円を助成しております。筑西市におきましては、助成金で

はなく、月に１袋分を現物で支給しております。古河市は、住民税課税世帯には3,000円、
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非課税世帯には6,000円を助成しております。また、住民税の課税、非課税に関係なく、

下妻市は4,000円、桜川市は3,000円、常総市は2,500円を助成しております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） 最後に再々質問ありますか。 

１番（赤荻妙子君） ありがとうございました。 

議長（上野政男君） 以上で１番、赤荻妙子議員の質問を終わります。 

 ここで、答弁関係課長の退場を許可いたします。 

 次に、８番、大里岳史議員の質問を許します。 

 なお、大里岳史議員より事前に参考資料の議場モニターへの投影要請がありましたの

で、これを許可をいたします。 

 ８番、大里岳史議員。 

     （８番 大里岳史君登壇） 

８番（大里岳史君） ただいま議長の指名がありましたので、通告に従い質問させてい

ただきます。 

私の質問は、子育て環境の整備についてであり、一問一答で行いますので、明確な答

弁をよろしくお願いいたします。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） 最初の質問は、今建設している子育て世代移住促進住宅はなまる

ハイムについてであります。勉強会や、いろいろな角度からの情報や意見を聞いて、今

の八千代町の子育て環境が整っているのか。それに伴い、今建設しているはなまるハイ

ムがあと半年で埋まるのか心配で、この質問にした次第であります。町長は、初日の諸

般の報告がありましたが、令和７年８月31日締切りの１次募集で何件の問合せがあり、

何件決まったのかお伺いいたします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

１次募集を７月１日から８月31日までの２か月間行いました。その間、入居者募集を

行いました。町内企業及び近隣企業にリーフレットを配布するとともに、インターネッ

トや新聞、広告で周知を行った結果、９世帯の申込みがあったという形になります。内
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訳としまして、ちょっと参考に申し上げますと、新婚世帯として６世帯、子育て世帯と

して３世帯、合わせて９世帯ということになっております。県内の隣接市町からの申込

み、そして一番遠くは愛知県と、このようなものになっています。14世帯の建物ですか

ら残りは５世帯、５部屋という形になりますが、引き続き入居者募集に力を注いでまい

りたいと考えております。 

答弁といたします。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） ありがとうございます。町長、ここには、１次募集で満室になら

なかったら２次募集を行うと書いてあります。１次募集は町外のみとさせていただきま

すと記載がありますが、万が一埋まらないときは八千代町民の方も入居する可能性があ

るか、お伺いいたします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

万が一の場合、町内の入居も考えるのかというご質問であろうかと思います。このは

なまるハイムを建築した目的は、移住定住というものを考えております。町内の子育て

者が少なくなった。子どもの数が少なくなった。ならば、よそから八千代町に来てもら

うというのが移住、そして定住してもらうというのが目的でございますので、時間の許

す限り町外の方の募集に努めてまいりたいと思います。万が一という話になりますが、

万が一の場合は、そのときに至ったときに改めて考えていきたいというふうに思ってい

ます。結論としては早めに出していきたいと思いますが、大体人の移動というものは日

本の場合、４月１日に大方の人は移動しますので、それに合わせて入居者の方が迷惑か

からないような情報提供しながら進めていきたいと考えております。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） 町長の答弁がまさしく私は正解だと思います。移住促進がやはり

課題なので、それを八千代町が入れてしまうと移住という言葉を外さなければならない、

私はそう思っております。 

ポスターのやつお願いします。私、応募のポスターを見ました。子育て環境にインパ

クトがちょっと欠けているのかなと私は思っているのです。子育て世代の全力サポート
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と書いてあるのですけれども、１歳未満の赤ちゃんに２万4,000円分のおむつクーポン券。

第１子から出産奨励金20万円。待機児童ゼロ。第２子以降の保育料無料。18歳まで医療

費無料。学校給食費が無料と書いてあるのですけれども、あちこちの市町村勉強したの

ですけれども、ほぼほぼ他の市町村、全部やっているのですよね。これ全部。給食費無

料も。八千代町も子どもが少ないので、幼稚園がありますので、待機がない。私はそう

感じたのですよね。 

今度ちょっと右上のほういいですか。右上の見出しですね、私がちょっとクエスチョ

ンになってしまったのは、「“ちょうどいい”がここにある」と載っていますが、ちょう

どいいで伸び伸び子育てできるのか私はちょっと理解できなかったのですが、ちょうど

いいというのはどこを指すのか。ちょうどいいというのは、熱くもない、ぬるくもない。

ほかの市町村がやっています。それで、見出しが、誰が考えたのか分からないですけれ

ども、ちょうどいいという意味がちょっと私が理解できなかったので、そこら辺をお伺

いします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

確かにこの右上に、「“ちょうどいい”がここにある 八千代町のびのび子育て」と、

こういうタイトルを打ったわけでありますが、ユーミーネット小山店という会社と提携

しておりまして、そこと協議してつくって、最終的には私がゴーサインを出したという

形になりますが、都市部へのアクセスもありつつ、自然や農産物の恵みも身近にあると

いった、都会過ぎず、田舎過ぎずというニュアンス。そして、スーパーや診療所、役場

など必要な施設が徒歩圏内に整っている一方で、落ち着いた環境で暮らせるのではない

かというようなイメージ。そして、家族向けに十分必要な広さや間取りがあり、子育て

に無理なく使える。家賃や生活費が無理なく払える水準で、高過ぎず、安過ぎず、安過

ぎないというようなイメージを持っておりますというように、子育て世代にとって暮ら

しやすい、子育て世代のライフスタイルに合致するようなイメージとしてちょうどいい

という言葉を使ったのだという形になりますが、ちょうどいいという言葉を辞書で引き

ますと、適度の、あるいは過不足なく、あるいは適正水準、あるいはほどよい、こうい

うまるっとした感じといいますか、今の若い人たちに受け入れやすいような言葉を選ん
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だというのが実態であります。本来であれば日本一という言葉も使いたかったわけであ

りますが、日本一先行して取られておりますので、こういう言葉の中で、八千代町の豊

かさとか暮らしやすいものをほわっとしたイメージで訴えさせていただいたというのが

この言葉の使用についてゴーサインを出した理由という形になります。 

以上でございます。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） 八千代町は、白菜日本一はありますけれども、ほかの日本一はな

いので、なかなか見出しが難しいというのは分かるのですけれども、町長、インパクト

というのは大事なのですよね。インパクトが。子育てするなら八千代町に任せろぐらい

の環境整備が必要だと私は思うのです。それに対して私は思うのが、いつも私が一般質

問の中で言っているのは、八千代町独自、八千代町独自。さっき保健福祉部長も答弁の

中で八千代町独自といっても、ほかやっているのですよね。ほかがやっているのは独自

と言わないですよね。八千代町しかやっていないのが八千代町独自と私は捉えているの

ですけれども、今後、子育て施策で八千代町独自の考えがあるのかないのか、そこら辺

をお伺いします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

八千代町の独自性という形でございますが、やはりいろんな自治体が競争のようにこ

の取組をしている形の中で、八千代町として独自のもの、ほかとの差別化を図るという

のは大事なことであるというふうに思っています。例えば日本一という言葉を考えます

と、全国のいろんな自治体が日本一子育てしやすいまちという言葉を使っていまして、

一体どこが日本一なのだというような形でありますが、八千代町としては、先ほど大里

議員が言われたように農業の町として、私は八千代町に来てくれれば食いっぱぐれがな

いよというようなことも訴えているところでございます。八千代町は、この豊かな自然

環境の中で、そしてコミュニティー活動によって育まれた助け合いの精神が残る。東を

見れば、田んぼに筑波山、いい環境であるというふうに思います。そういう八千代が先

人の努力によってこれまで育んできた、その財産というものを生かしながらつくってい

けばいいと思います。私は、一番に考えているのは、農業というものと教育というもの
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と子育てというものを融合させたい、それが八千代町の独自性のある住環境づくりのポ

イントになるのではないかなというふうに思っています。そこをうまく使えればよその

自治体との差別化が図れる、このような考えを持っております。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） 先ほど町長が14戸中９戸が埋まったと言いますが、まだ私の考え

は暫定だと思うのですよね。暫定。近隣で同じ子育て移住促進住宅をやるところが五霞

町、つくばみらい市がやると思うのですね。私なりに、頭はあまりよくないのですけれ

ども、勉強したのですけれども、やはり条件や利便性を比べると圏央道というのが一つ

のターゲットなのかな。圏央道を使って埼玉とか行けます。八千代町からだとやはり境

古河インター乗るしかないので、そこら辺の利便性がちょっと劣っているのかなと私思

うのですよね。そこら辺が。やはり条件を緩和しながらやらないと、八千代町がやった

から、じゃあこうしようって。私が調べた中で五霞町さんは、利便性はいいのですけれ

ども、やはり家賃のほうが高い。苦戦しているという話も聞きました。 

先日、月曜日ですか、境町に行ってきたのです。先駆けなので。八千代町と違いで、

一戸建てのほうがやはり最後は自分のものになるということで人気はあります。町長考

えたのは、八千代町には建てるところがないので、一戸建てでも多分あそこだと７軒か

８軒ぐらいしか建たないと思うのですけれども、14戸。そういう考えだと思うのですけ

れども、やはり子育て住宅を建てるにおいて環境づくりが一番なくてはならないと私は

思っているのです。 

そこで、町長、一番私が聞きたいのが、八千代町の子育てとは何歳までが子育てと思

うのか、町長の見解をお伺いします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員の質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

何歳までといいますと、定義ということで考えますと恐らくはっきりした定義はない

のだろうなというふうに思っていますが、私の考えとしては18歳までのお子さんをお持

ちの子育ての世代。一応子育て世代という形においては18歳というものを一つの目安に

していきたいというのが八千代町のはなまるハイムの考え方というふうになっているか

と思います。いろんな町の状況なんかも調べますと18歳というものは一つの区切りとな
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っているというところでございますので、私の考えとしても18歳というのが一つの区切

りとして子育て世代という定義を捉えていきたいというふうに考えております。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） 18歳までということで、はなまるハイムに入る人限定ではなくて

八千代町で子育てしている人も同じですよね。私も今、子育て真っ最中ですが、いつも

私の一般質問の中で、私の子育ての経験したことや体育祭のこととか、子育て世代の相

談事をこの場でいろいろ例えに出したりやってきました。いろんな子育て世代の親から

聞くと、子どもがやりたいことや夢に向かって頑張ることを親なので協力したい。また、

やらせてあげたいという親も同じ考えですが、やはり家計の圧迫が問題だとの意見や、

クラブチームへの送迎や遠征費の出費。さっき町長言った18歳までだと、高校生だと夢

に向かって、野球でもサッカーでもバスケでも強豪チームに行くのですよね。私立は無

償化という意見聞きますが、入学金の免除だけで、寮に入るお金がやはり月15万円から

20万円かかる、そういった意見があるのですよね。私も先日、盆ですが、自分の世代の

クラブチームのバーベキュー行ったときに、県西地区、県外の親もいるのですけれども、

そういう話になったときに、子どもが行きたいけれども、家庭のお金の不安で行かせて

あげられない、ランクを下げる、そういった意見が多いのですよね。私は、そういう問

題を八千代町で解決して、子育て環境の一環として、八千代町はそういう子どもの夢の

応援事業をやることが八千代町独自の施策だと私は思っていますが、そこで町長の考え

をお伺いいたします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

私も同じような考えを持っていまして、中でも常日頃から小中学校の入学式等に呼ば

れた際はご挨拶の中で、日本や世界で活躍できるような人材を育てていく、そういう教

育環境、子育て環境づくりを私は目指しますと、このようなことを述べさせていただい

ております。つきましては、多くの子どもたちが都会で育つ、あるいはよそで育つ子ど

もたちに負けないような、あるいは遅れを取らないような、そういう経験ができる。そ

こに対する支援はきちんとやっていく、そのような考えであるということを申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 
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８番（大里岳史君） 町長も私と同じ気持ちでよかったと思うのですけれども、先ほど

言ったように、子どもの夢を潰す。親の経済負担もありますが、やはり私が言いたいの

が高校、18歳までであれば高校に行きたいところに行って、でも行かない人には関係な

いという多分町民もいると思うのです。片親とか、いろんな環境で育った中で、私も３

年間経験したのがクラブチームの送迎なのですよね。週５日、古河まで行くのですけれ

ども、自分が今仕事で土日キッチンカーとかやっていまして、土日もサッカーの練習試

合や大会でいろいろあります。そうしたら、どこに頼るかといったら、じいちゃん、ば

あちゃんしかないのですよね。頼るところが。そういうところも町長、子育て環境にや

っていくには、やはりどういう環境の中でやっているのか。私は分かりやすく、いつで

も聞けるように私の例えを言っているのですけれども、やはり夏は遠征に行って、15万

円、20万円かかります。厳しい。同じクラブチームの中で兄弟で行っている。倍なので

すよね。そういうのもやはりあるので、私は言いたいのが、高校も、先ほど言ったよう

に、強豪校行きたい、選手権出たい、甲子園出たい、そういう夢があると思うのですけ

れども、そこに八千代町で投資するべきだろうと私は思うのです。そこでレギュラーに

なる、なれないはしようがない。どれだけやっぱりそこに集中して頑張ったか。そうい

う子どもを八千代町がつくっていかなければ世界でも活躍できないのではないかなと私

は思っております。 

そこで、今度は、環境、グラウンドとか、いろんな話にいくのですけれども、八千代

町はまだまだやることがいっぱいあると思います。せっかく憩遊館も５億円かけてリニ

ューアルさせますが、憩遊館の敷地の中に、近隣にはないアスレチックや、じゃぶじゃ

ぶ池という滝みたいなのがあるのですけれども、あと、いつでもイベントができるステ

ージを完備した施設を私は同時に工事したほうがよかったのではないかなというふうな

考えがあります。あと、先ほど言ったように、野球でもサッカーでもバスケでも、運動

する公園や体育館の整備は、ずっと私が言っているのは、ナイターつきのグラウンドを

造っていただきたい。グラウンドがあればイベントも、暗くなっても電気つければでき

ます。私議長のときに、町長、教育長と東中学校のサッカーで人工芝見に行きました、

ついでに。町長も、いいグラウンドだ。やりたい。そういう環境があれば、八千代町で

はスポーツ環境が整っている、私はそう思うのですけれども、やはり境町になってしま

うのですけれども、見やすいです、この冊子が。月曜日に行ったときにもらってきたの

ですけれども、スポーツ移住しませんかとか、見出しがすごいですよね。子育て世代部
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門、関東の町ナンバーワン。英語、小学校６年生、５級保有率75.5％。開けて見やすい

のです。全部。日本チャンピオンというのが境町に移住したので、五、六人ですかね。

やはり環境整備というのは一番大事だと思うのが、何年ぐらい前ですかね、砂沼サンビ

ーチのプールがなくなったのは。Ｂ＆Ｇではちょっと物足りないし、今、子どもたちは

真岡までプール行っているのですよね。１万人プールですか、あれ。万プー、そこに行

っているのですけれども、この間も夏休みにせがれを送っていたのですけれども、やは

り八千代町の人が多かった。遊ぶ環境がないからそこへ行かなくてはならない。私が町

長に言いたいのが、サンビーチもない。プールがこの辺ないので、そこら辺の大々的な

環境づくりを進めていかなければ八千代町に人は来ないと私は思うのですよね。やはり

私が言いたいのは、ほかの市町村の子育て環境のいいところをまねをして、毎回言いま

すが、八千代町独自の考えや施策をやらないと、どこの市町村も競い合いで、我が町が

一番、一番子育て環境がいいとアピール合戦をやっているのですよね。八千代町のよさ

のＰＲが私は甘いと思うのです。この間も委員会で言いましたが、昨日も町長がメロン

と梨のＰＲ、総理官邸に行きました。そういうやつは早いのですよね。あと、町長いい

ことやっているのです。ベトナム行かせたり、いろいろいいこといっぱいやっているの

です。でも、やはり広報とかＰＲが遅い。いいことやっているのに、１か月後に７月の

を今頃載せたり。最近は言ったので、早いのです。町長、昨日官邸に行ったのは知って

います。メロンと梨のＰＲ。そういう八千代町もＰＲをもっとやらないと、やはり劣っ

てしまうのかなと。境町のＰＲすばらしいと思います、私。オリンピックもできる施設

が何個もあるのです。いろんな説明も見やすいのです。これいろいろ。負の遺産になり

がちという名目で、国からの補助金が総事業の半分、地方交付税措置３分の１。あと、

賃貸として回収。お金かからないように、うまくこういうふうにやらないと、あれだけ

建ててしまうと、なかなか境町も難しいと思うのですけれども、やはり勉強することが

たくさんあります。境町みたくやれとは言わないです。私が言いたいのが八千代町独自

の公園でも、ああ、八千代町行こうよという、そういうＰＲをやらないと、私は子育て

移住促進住宅建ててもなかなか難しいのかなという考えがあります。 

あと、先日、私も町民公園で、町長も来ましたけれども、逃走中というイベントに携

わっていったのですけれども、そこの中で私もいろんな人、町内、町外の人と意見交換

させていただいたのです。例を挙げますと、町外の人は、こんなきれいな広い公園があ

ったのですね。初めて八千代町に来ました。八千代町は、横断するときだけ通る。温泉
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があったのですね。町民の方に聞きました。こういうイベントをちょいちょいやってく

ださい。八千代町にこんなに人が来るのだ。給食が足りない。まだまだいろんな意見が

ありました。でも、八千代町町民も、いいイメージの、これはいいのだよなという意見

がなかったのです。やはり私が言いたいのは、生の意見を聞いて改善していったほうが

早い。今住んでいる町民の子育て環境をやるのには、八千代町に住んでいる子育て世代

によく聞いてやらないと、ほかの人はよかんべという町民もいるのです。ほかやってい

る余裕あるのですか。何でほかから14世帯で人口増えるのですか。それやるのだったら

八千代の私たちにやってくださいよという意見もいっぱいあります。町長は、そこら辺

をどう考えているのか、ちょっとお伺いします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

やはり独自性という形の中での取組ということになると、各自治体がこれは競争のよ

うにやっているわけです。境町がいろんな取組をしているのは、これは分かっているわ

けであります。しかし、私どもの八千代町も、それは地道な形の中で、議会の議員さん

のご了承得ながら、予算獲得しながら、大分改善すべきところを少しずつでも改善でき

てきたのではないかなというふうに思っています。例えば給食費の無償化につきまして

は、八千代町はこの地域で早かったのですよね。八千代町がやったおかげでほかもやる

ことになってしまったというような首長の話も聞いているわけであります。 

なぜ14世帯というところから子育て住宅を始めたのかといいますと、やはり大きなリ

スクをしょいたくないというのがまずあったのです。八千代町は、クラインガルテンで

見られるように、グリーンビレッジのところにあるクラインガルテン、あれ20棟あるの

ですが、ここで25年以上になります。ただの１棟も空いたことがない。この八千代町に

25年以上の間、ずっと１部屋も空きがなく、週末に都会から八千代町に来て、そこで農

業を体験しながら、八千代町の温泉につかり、そして農業を知ることができた。この町

は本当にいい町だという評価をいただいています。20人の入れ替わりの方が、ほぼ間違

いなく八千代町はいいところだと、このように言ってくれます。その内容としましては、

メジャーな観光地よりも、１時間か１時間半程度で来て、そしてゆっくりくつろげる、

この町はそういうところに適している。そういう環境が八千代町にありますよと、この
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ようなうれしい言葉を残してくれています。 

我々は、八千代町も農業のまちとして発展してきた中で、やはり多くの弱点はあろう

かと思います。例えば交通環境にしても、よくない面も確かにあります。高速道路のイ

ンターチェンジもない。鉄道の影響もない。片側２車線の道路もないというのは、この

県西地域でただ１つ八千代町。こういう中においても、八千代町の魅力が色あせること

はないわけであります。それは一方で、先ほどから申し上げているように、豊かな心を

持つ人がおり、そしてまたのどかな風景があり、農業という大きな武器がある、これが

八千代町の魅力であるということであります。その中においても、線引きという土地の

制限がなされているので、早めに仕掛けるためには14世帯という形の中から始めるしか

なかったわけであります。私のほうとしては、努力をこの後重ねてまいりますが、恐ら

く満杯にはなるであろうなという手応えは持っております。それはやっぱりよその地域

に住んでいて、思って、八千代町で暮らしてみたい、そのような考えがあってのことだ

というふうに思っています。 

課題としてまだまだ、子育て環境、遊び場、たくさんのものがあろうかと思います。

グリーンビレッジというものは、八千代町の大変な財産という形になっております。ポ

テンシャルが高い。土地利用を考えますと、これから温泉整備とともに、子育て世代が

長い時間あそこに滞在できるような環境を整えていってあげたい。まさにそれが八千代

町に移住したいというような気持ちになる、根底となる考え方をつくり出せるものでは

ないかなというふうに思っています。八千代町は、まだまだ磨けば光る、これからどん

どん変わっていくであろうなというふうに思っています。しかし、どこの市町村もそう

でありますが、一長一短にできたわけではない。やはり５年なり10年なり、こつこつと

努力の積み重ねがそのまちの魅力として出ている、そういうことになろうかと思います。

それは、八千代町の農業が証明していると思います。白菜は70年、梨100年、メロン100年、

こういう努力の下に改良に改良を積み重ねて一つのストーリーというのができている。

八千代町の魅力も同じだと思います。磨いて磨いて磨き抜いて、そしてつくり上げてい

く、それがこれからの八千代町の姿であろうなというふうに思っています。 

答弁とします。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） ありがとうございます。町長とよくしゃべるのは、誰かが町長の

ときにやらなくてはならない課題がある。町長と私も議長のときよくしゃべりましたけ
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れども、今やらなくてはならない問題、課題がたくさんあるのは分かっています。中学

校の統合、小学校の統合、公民館もやらなければならない、いろいろ分かります。やは

り優先順位をしっかりまた見直して、やると言ってしまったらやらなくては公約違反と

かではなくて、町長が失敗したなという多分案件もあると思うのです。やってしまった

から、言ってしまったから、公約に変えてしまったから、それをもう一回見直して、さ

っき言ったように、夢の応援のために、クラブチームのお金を出す応援事業やろう。そ

ういうふうにお金を向けてもらって、町長も、先ほど言ったように、失敗したなという

のありますよね。これ言ってしまったからな、私はあると思うのです。有言実行でやら

なくてはならない。何でやらないのだと言われるのが町長、首長ですからトップなので、

それは分かります。しかし、今ここで一回ストップかけて見直して、どこにお金使った

ほうがいいのか。やはり町民が心配しているのが、学校もやります、小学校も建てます、

公民館もやります、憩遊館もやります。いろいろやって、子育て住宅も建てます。その

お金どこにあるのだという町民の声が多くて、私も勉強不足かもしれないですけれども、

なかなか説明ができない。私もどこにお金あるのかなというのが本当にあります。しか

しながら、子育て環境待ったなしなので、やはり町長には、さっき言ったように、中学

校、小学校でそういう挨拶するというのであれば、そういう応援事業の予算を組んでい

ただいて、子どもたちのために八千代町はこういうことやっているのだよ。クラブチー

ムの遠征費は半分補助だよ。高校も好きなところ行っていいよ。八千代町を応援するか

ら、そのくらいの子育て環境をつくるべきだと私は思っています。 

最後に、町長に言いたいのが、私はお金をつくるのに裏づけというのは必要だと思う

のです。裏づけ。大里は好き勝手言っているけれども、そのお金どこにあるのだ。八千

代町にはふるさと納税もあります。応援したい人はいっぱいます。 

私が言いたいのが、旧中山邸譲り受けました。今まで譲り受けてから伐採や修繕費で

2,600万円かかっているのです。あちこち修繕すると２億円からかかる。中を見ると、２

億円から３億円かかるのではないのかなという。方向性はまだ決まっていない。私は、

伐採するまで旧中山邸はどこにあったか分からなかったのです。どこに旧中山邸なんか

あるのかなと。伐採して、ここなのだと分かりました。そこでイベントやった人もいま

す。この間言ったように、瓦おっこった、何だかんだ。ああいうところでイベントやる

自体間違っているのです、そもそも。瓦おっこってきた。保護者言っていました。潰れ

ないのですか、大丈夫ですかと。私が言いたいのは、旧中山邸に今後２億円、３億円か
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かるのであればそれを白紙にして、子育て環境、八千代町の子育てする人に使っていた

だきたい、私はそう感じています。そこで、ちょっと町長に見解をお聞きします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの大里議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

旧中山邸整備につきましては、まちづくり推進という形で進めていまして、確か

2,600万円ぐらいのお金を今までに使ってきたわけであります。一部国庫補助金もいただ

いているわけでありますが、旧中山邸の跡地、そして建物については、八千代町におい

ても大変な財産だというふうに思っています。今は、大分雨漏りもしたり、老朽化もし

ていますが、あの建物の価値というものは大きなものがあって、特に西豊田地区を中心

とする地元の皆さんについては、あれを何とか地域の発展に使っていただきたい。あれ

を整備していっていただきたい、そういう声が私の耳には届いております。 

そして、そういう中において、まず今八千代町がやらなくてはならないのは、私が優

先順位１番として考えているのは学校の統廃合であり、そして公民館の建て替えという

形になります。財源は、これは魔法ではないですから１人で湧いてくるわけではない。

こつこつ、こつこつ貯金をして、そしてしかるべきときにゴーサインを出す。議員がお

っしゃったように、誰かがやらなくてはならない。そのときは必ず来る。旧中山邸の敷

地、建物についても同じという形になろうかと思います。優先順位として先ほど私が申

し上げました学校の統廃合と公民館の建て替え、これは緊急を要する、これは多くの方

がお分かりいただけると思います。少子化の中で、いかなる教育環境を整えるか。そし

て、公民館については、既に改修工事さえ、あそこにお金をかけるのは問題だろうなと

いうようなことを専門家から言われ、そういう状況になっています。現代の時代におい

て、一昔前のように、マルチの仕事は今できないというようなことは私はこの席で何回

か言っています。選択と集中という形になろうかと思います。その中で旧中山邸は、私

の構想としては、西のグリーンビレッジ、東の旧中山邸、これがにぎわいの拠点づくり

となろうなという形で考えているものでございます。１年半、２年近くの検討を要しま

したが、まだ改まってはっきりとした使用目的は決まっていないわけでありますが、工

事はいずれにしましても、どのような整備の方向で進めるかというものについての検討

ははっきりと進めてまいりたいというふうに思っています。私としては、識者、あるい
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は地元の方の意見、地域の方の意見をよく聞きながら、あの立派な財産をどうやって八

千代町のにぎわいづくりに結びつけるか、そのことは真剣に考えていかなければならな

いというふうに思っています。そして、いずれ財源的な力が出ましたら、そのときこそ

整備に対してのゴーサインを出すべきときが来るのであろうな、このような思いでござ

います。あれだけの土地、建物は、八千代町でもなかなかない。その中で、町外の方が

関心を持って私のところに、あの整備については、私も一緒に入れてくれと、このよう

な形の話も来ています。ですが、私としては、慌てるな。町は町にも順序というものが

あって、余力を残しながらやらなくてはならない。例えば今、町には基金も含めて大分

積み上げてきたものがあります。しかし、それを全部使ってしまうと災害が起きたとき

なんかには、町民の方に大変な思いをさせてしまうということであります。私としては、

大体一般会計の約１割程度のお金は常に持っていないと、いざというときに町民の方を

救うことができない、このような形を考えています。ですが、金額ははっきりとは申し

ませんが、大分貯金はできております。そして、いっときにその資金を使うのではなく

て、世代間の公平性というものを考えたときに、いろんな事業をやる場合、例えば旧中

山邸を整備する場合に、やっぱり起債というものの利用価値、国保事業の利用、そうい

ったものが大事になるというふうに思っています。今の現役世代だけに負担を負ってい

ただくわけではなくて、将来の方も、公民館も学校も、例えば公共施設の整備は、それ

は後年の方も使うわけでありますから、公平な負担割合を考えながら、起債というもの

も考えながらやっていく。そして、余力を残しながら町の運営に当たる、これが私の責

任ではないかなというふうに考えております。 

以上でございます。 

議長（上野政男君） ８番、大里岳史議員。 

８番（大里岳史君） 町長の気持ちは分かりました。私が言いたいのは、旧中山邸も、

同じような物件持っている人が前例をつくってしまうと、うちもやってくれよとなる可

能性もないとは言えない。前例をつくる前にちゃんとやらないと、うちも譲るからやっ

てくれよという話も出ないとは限らないので、私が言いたいのはそこなのです。何でも

いいやではなくて、私が言いたいのは、やはりそこでお金かける、町長の考えは分かり

ますけれども、私はやはり言いたいのが、八千代町独自性がないので、そこでお金を使

うのであれば、貯金もあるのであれば、その時期、その都度お金を出して、こういうの

を募集しますよ、応援事業やりますよ、はなまるＢＡＳＥの若い人育てますよ。目に見
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えないと分からないのですよね。冊子だけ見ていても多分、私も分からないところある

ので、町民の皆さんもっと分からないと思うのですよね。いいこと書いているのだろう

なと。私も予算見て話ししているので、町長もこの一般質問ですぐに応援事業の基金で

も何でもやります。いつまでにやります。時期とタイミングなので、もう高校入試も始

まりますし、すぐに今３年生は。そういうふうにスピード感持ってやらないと、野村町

長になってからスピード感は八千代町は増えたと言っている人いっぱいいます。現に。

ほかの首長さんも言っています。野村さんになってからやっているよと言っています。

やはり私たちが中で見ていて、もうちょっとスピード感持って子どもたちのために。私

もさんざん言われました。子どものをやったって選挙受からないよと言われました。そ

れでもいいのです、私。それでも４期やっていますから。子どもたちのためにやっても

らって、町長。やってくれないから私が、ぎゃんぎゃん言うわけではないですけれども、

もうちょっと町民の子育てを大事にしてもらって、ほかから来るのはいいです。ほかよ

り、やっぱりうちの子がかわいいのだからそれと一緒で、子どもたちのために応援事業

すぐにでも、3,000万円でも5,000万円でも組んでもらって、子どもの夢をかなえるよう

な環境づくりをしていただきたいと思います。町長、そこだけは早急にお願いします。

検討しないでやってください。お願いします。 

以上です。 

議長（上野政男君） 以上で、８番、大里岳史議員の質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

                             （午前１０時２６分） 

                                      

議長（上野政男君） 休憩前に戻り、会議を再開をいたします。 

                             （午前１０時４０分） 

                                      

議長（上野政男君） 次に、11番、大久保武議員の質問を許します。 

 11番、大久保武議員。 

     （11番 大久保 武君登壇） 

11番（大久保 武君） ただいま議長の許可をいただきましたので、一級町道８号線道

路改良工事の事業の進捗状況について質問いたします。 

一級町道８号線は、若地内の結城―坂東線から東蕗田地内、栗山地区を通り、筑波サ
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ーキット南へ通ずる町の中央から南へ抜ける幹線道路です。西方面は、一級町道12号線

から広域農道、さらには古河市の名崎工業団地や筑西幹線道路へと通ずる八千代町の産

業発展のために重要な道路です。 

第１期工事区間である若地内の結城―坂東線から東蕗田地内のつくば―古河線までが

平成26年４月に開通となりました。この開通により、栗山地区では一日も早い工事着手

の期待が高まっています。 

そこで、進捗状況をお願いいたします。 

議長（上野政男君） 青木産業建設部長。 

     （産業建設部長 青木 譲君登壇） 

産業建設部長（青木 譲君） 議席番号11番、大久保武議員の通告による一般質問にお

答えいたします。 

ご質問の一級町道８号線の進捗についてでございますが、一級町道８号線は、議員の

質問にありましたとおり、県道結城―坂東線の交差点から筑波サーキット南側十字路ま

での全長約3.9キロメートルの町にとりまして重要な幹線路線の一つであります。整備の

状況としましては、第１工区としまして、県道結城―坂東線から県道つくば―古河線交

差点付近までの区間、延長約2.3キロメートルの整備が平成26年４月に完成しております。

その後、しばらく事業が中断しておりましたが、平成30年度に地元説明会を開催し、第

２工区へ着手してまいりました。この第２工区は、県道つくば―古河線交差点付近から

筑波サーキット南側十字路までの区間、延長約1.6キロメートルを整備していくものでご

ざいます。平成30年度の着手以降、東蕗田地内において地図訂正等がありまして、時間

がかかるなど、その速度が少し鈍っておりましたが、昨年度から補助の採択状況もあり

まして、速度を上げて事業を推進しているところであります。令和６年11月には、地権

者を対象に地元説明会を開催し、今後のスケジュールなどにつきましてご説明をさせて

いただきました。その際には、大久保議員にもご出席をいただき、大変ありがとうござ

います。その説明会において、第２工区につきましては、栗山地内の六差路までの延長

760メートルを第１事業、終点までの延長約852.2メートルを第２事業として進めていく

ことを説明させていただきました。また、補助事業採択の関係で、道路の構造が片側歩

道の幅員約11メートルの道路に変更になることも説明させていただいたところでござい

ます。現在、流末の関係で少し遅れが生じているところですが、ほぼその説明会での提

示させていただいた内容どおりに事業は進んでいるところでございます。 
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具体的に申し上げますと、令和６年度事業としまして、用地測量、土地の鑑定評価を

実施しております。そして、令和７年度、今年度は、物件補償算定、排水修正設計、路

線測量、用地買収、電柱移設協議、埋蔵文化財試掘調査を実施する予定となってござい

ます。先ほど流末の関係で少し遅れが生じていると説明させていただきましたが、当初、

第１事業区内に２か所の流末を設ける計画でございましたが、それを１か所にすること

が可能かどうかを判断するため、６月補正で排水修正設計業務委託料を計上し、調査及

び設計業務を進めているためでございます。納品にはまだなってございませんが、流末

を１か所にできる見込みが立ちましたので、今後、地元維持管理組合などへ説明いたし

まして、用地買収に入っていきたいと考えております。令和８年度につきましては、ま

ずは栗山地内の流末整備工事より着手してまいります。その後、用地買収の進み具合に

もよりますが、順次本線工事に着手してまいります。第１事業の完成は、今のところ令

和12年度を見込んでおります。なお、第２事業につきましては、第１事業の進捗状況を

踏まえ、関係機関と協議を進めながら、早期着手を目指してまいります。 

また、道路整備事業に関しましては、多額の予算が必要となりますので、国庫補助金

など財源確保に向けて、国、県に対し強く要望してまいりまして、事業を進めていきた

いと考えております。 

以上、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、答弁とさせていただきま

す。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） 議席番号11番、大久保武議員の通告による一般質問にお答えをさ

せていただきます。 

事業の詳細につきましては、先ほど担当部長が答弁したとおりでございます。一級町

道８号線は、東は一級町道12号線、筑西幹線道路を経由し、古河市へ、西は、下妻市道

を経由し、常総市へと、４市町村間をつなぐ広域的な道路網の形成に寄与する総延長

3.9メートルの町にとりまして重要な幹線道路でございます。これまで第１工区につきま

しては、平成11年度に事業着手し、平成26年４月に完成を迎え、現在に至っております。

第１工区完成以降、12号線、筑西幹線道路も含めたこの沿線では、日野自動車古河工場

の本格稼働、これ平成29年１月でございます。八千代工業団地において、モスニック茨

城工場、これが令和元年９月、そして国産機械株式会社八千代工場、令和２年７月、フ
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ジフーズ株式会社茨城工場、令和４年２月が操業開始したほか、筑西幹線道路による流

通圏の拡大など、交通情勢を変化させるのみでなく、町政にとりましても大きな変動が

ございました。ほかにも、沿線には八千代町高校、町民公園、グリーンビレッジ、ＪＡ

常総ひかり八千代支店、若地区工業団地、八千代病院、筑波サーキットなどがあり、完

成すると、地域住民の皆様の利便性の向上はもちろん、通勤、通学のみではなく、観光

や産業の発展にも大きな影響を及ぼすものと期待をしているところでございます。第２

工区着手まで時間を要したわけでありますが、私が就任させていただいた以降、この重

要な路線の早期完成を目指し、スピード感を持って事業に当たるよう職員に指示してい

るところでございます。そのような中、地権者の方のご理解をいただくに至り、事業と

して動き出すという形になったわけでございます。令和６年11月の地元説明会には私も

出席しまして、地権者の皆様に対し、直接ご協力、お願いをさせていただいております。

その中では、これまで見えなかった新たな道路完成に向けての排水等の問題でしょうか。

そういう問題も地元の方から意見として出されておりますので、今後も道路完成に当た

っては、幾つかの障害があろうかと思いますが、これはスピード感を持って進めてまい

るというのが私の考えでございます。繰り返しになりますが、この路線の完成は町の成

長にとりましても欠かすことはできませんので、私も国、県への働きかけなど積極的に

事業推進に関わってまいりたいと思っております。そして、何としても早期完成を目指

していきたい。地域の皆様のためにもそのような考えでおりますので、引き続き全力を

持って対処してまいりたいと思っております。 

以上、答弁とさせていただきたいと思います。 

     （「町長、何メーターだっけ」と呼ぶ者あり） 

町長（野村 勇君） 3.9です。 

     （「3.9」と呼ぶ者あり） 

町長（野村 勇君） キロメートル。 

     （「キロが入ってない」と呼ぶ者あり） 

町長（野村 勇君） 抜けてしまいました。キロメートルでございます。 

議長（上野政男君） 再質問ありますか。 

11番、大久保武議員。 

11番（大久保 武君） この工事は、平成30年５月には第２工区の説明会があり、また

第３回は令和２年度、令和６年度にもまた説明会があったのですが、地元の方々、栗山
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地区の方は広いのですが、入ってくる道路が狭いということで、できるだけ早く着手し

ていただきたいというふうに私のほうからも強く要望して、終わりにします。 

議長（上野政男君） 以上で、11番、大久保武議員の質問を終わります。 

 次に、３番、榎本哲朗議員の質問を許します。 

 ３番、榎本哲朗議員。 

     （３番 榎本哲朗君登壇） 

３番（榎本哲朗君） 議長の許可をいただきましたので、通告に従って質問いたします。 

最初に、認知症の予防啓発についてお伺いいたします。以前は痴呆という言葉で用い

られていましたが、約20年前に現在の厚生労働省の検討会で認知症と決定されて以来、

全国へ広まっていきました。老化による物忘れは、高齢者になりますと誰しもが経験す

ることです。例えば広い駐車場のどこに車を止めたか分からなくなってしまったり、財

布を置いた場所を忘れ、後から思い出したりすることなど、日常生活にほぼ支障なく、

短期間での変化がないのが特徴であるのが物忘れだそうです。しかし、体験全体を覚え

ていない認知症は、例えば犬やリンゴなど、よく知っているものの名前が出てこなかっ

たり、よく行くスーパーで買物をしたが、帰り道が分からなくなったり、入居先の施設

に面会に来た家族の名前が出てこなくて面会者の認識もできなかったり、冷蔵庫から財

布が出てくるなど、意外なものが出てくることが症状としての特徴だそうです。この認

知症も、健常者が進行していきなり症状が現れるわけではなく、軽度認知障害、ＭＣＩ

という認知症になる手前の段階とされるものが出てきます。軽度認知障害は、厚生労働

省の研究チームが発表した推計によりますと、2025年度、本年度、65歳以上の高齢者の

６人に１人に当たる564万人が診断されるだろうとしております。記憶力や判断力などの

認知機能がやや低下するものの、日常生活には支障がなく、自立して暮らせる状態だそ

うです。しかし、軽度認知障害が進行しますと認知症になる可能性が高くなりますので、

早期の発見や予防への取組が必要とされます。 

認知症の原因となる病気は70種類以上あると言われておりますが、その中で代表的な

認知症は４つあります。１つは、よく聞かれますアルツハイマー型認知症で、よく耳に

する言葉です。初期のうちから記憶障害や見当識障害などの症状が現れ、徐々に着替え

や食事などの日常動作が困難になっていくそうです。70歳以上の女性に多く、認知症全

体の70％近くを占めております。２つ目は、血管性認知症です。脳卒中によって引き起

こされる認知症で、まだら認知症とも呼ばれているそうです。男性に多く、全体の20％



- 110 - 

近くになります。３つ目は、レビー小体型認知症です。初期のうちから幻視や妄想とい

った精神症状や、筋肉がこわばって動作が遅くなるパーキンソン症状が目立つことが特

徴で、記憶障害、見当識障害、判断力の低下も現れるそうで、全体の５％程度です。４

つ目は、前頭側頭型認知症です。気が短くなったり、万引き、無賃乗車、攻撃的な言動

といった反社会的な行為をするため、介護が難しい認知症だと考えられているそうです。

毎日同じパターンの行動を繰り返す症状が現れる特徴もあるらしいです。 

この４つの認知症の症状以外に、先ほど赤荻議員も質問されていましたけれども、近

年増えているのは若年性認知症です。65歳未満で発症する認知症で、全国では４万人近

くいると言われております。発症年齢は平均で54.4歳で、そのうち３割は50歳未満で発

症しているそうです。多くの人が現役で仕事や家事をしていますので、発症から診断が

つくまでに時間がかかることが多いらしいです。 

認知症について申し上げましたが、町内の認知症の方の現状について、把握している

範囲で結構ですので、お答えください。 

毎年９月21日が世界アルツハイマーデーとされております。茨城県では、県民誰もが

認知症について正しく理解し、認知症高齢者やその介護家族が安心して暮らすことがで

きる地域づくりを目指しています。平成18年度より毎年９月を茨城県認知症を知る月間

として、認知症に対する正しい理解の普及啓発に関する各種広報活動や研修会等を実施

していますが、町としてはどのような形で啓発活動を行っているのでしょうか。過去の

事例やこれからの予定をお答えください。 

次に、犯罪被害者支援条例についてお伺いします。聞き慣れない条例ですが、これは

各自治体が犯罪被害者や、遺族の精神面のケアや生活再建を後押しするために制定する

ものであり、相談対応、情報提供や助言、関係機関との調整、見舞金の支給などが規定

されております。全国では、2024年４月現在で、約５割の市町村で制定されております。

茨城県では、2010年に常陸大宮市が施行したのをきっかけに、水戸市、那珂市、行方市、

鹿嶋市、潮来市、取手市、筑西市、桜川市、大子町、茨城町の11の市町が制定しており

ます。2025年５月末現在での制定を予定しているのは、結城市、坂東市、大洗町、阿見

町の４市町だけで、20の市町村では検討中とのことです。八千代町は、未検討の９市町

村の中にあります。近隣の埼玉県、群馬県、栃木県では、全ての市町村で条例を施行し

ていて、茨城県の少なさが目立っております。この条例を制定しない理由には、被害者

からの相談実績がない、人手不足、担当課が分からない、そもそも条例を知らないなど
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が挙がっているそうです。先ほど名前を挙げた11市町の遺族への見舞金は一律30万円で、

重傷病者には５万円から20万円を給付しています。自治体によっては、公営住宅の提供

といった居住支援や就職、雇用支援もあるそうです。条例の利点はほかにもあり、被害

者や遺族は行政に相談する際には、その都度つらい被害経験を説明する必要がなくなる

ということです。 

昨年の７月、警察庁は、各都道府県などに支援体制を強化するよう通知を出しており

ます。自治体や警察、民間団体が連携して支援することなどが求められております。最

近、犯罪の中でも特に重要犯罪、いわゆる殺人、強盗、放火、強制性交等、略取、誘拐、

人身売買及び強制わいせつなどや重要窃盗犯、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすり

などが増えております。やってはいけないと言われているのに相変わらずマスコミを騒

がす飲酒運転ですが、重大事故になると取り上げられる危険運転致死傷罪の被害者も多

くなっております。過去には、私の地元の平塚でも殺人事件がありましたが、犯罪に巻

き込まれる可能性が大きくなる今の時代には、この条例の早期制定が必要と感じており

ますが、町としての動きはどのようになっているのでしょうか。 

また、制定に向けての課題や問題点はあるのでしょうか。はっきりしたお答えをお願

いいたしまして、私の質問を終わります。 

議長（上野政男君） 野中保健福祉部長。 

     （保健福祉部長 野中清昭君登壇） 

保健福祉部長（野中清昭君） 議席番号３番、榎本哲朗議員の通告による一般質問にお

答えをいたします。 

私からは、ご質問の１点目、認知症の予防啓発についてお答えをさせていただきます。

まず、認知症でございますが、これは正常であった認知機能が脳の病気、障害などの原

因によって低下し、日常生活に支障が出ている状態を指し、病名ではなく、特有の症状

や状態を総称する言葉でございます。認知症の代表的な種類としましては、議員のご質

問でも触れていただいたとおり４種類でございますが、主なものにつきまして、少し説

明をさせていただきます。 

１つ目のアルツハイマー型認知症は、脳内にアミロイドベータなどの特殊なたんぱく

質が蓄積することで、脳神経細胞が損傷し、脳が萎縮することで発症いたします。主な

症状としましては、昔のことはよく覚えていますが、最近のことは忘れてしまう。そう

いうことが多くなり、症状は徐々に進行し、やがて時間や場所の感覚がなくなったり、
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状況に応じた判断が困難になるといったことが起きてまいります。このアルツハイマー

病につきましては、原因物質とされるアミロイドベータに働きかけて、病気の進行自体

を抑制する薬が令和５年に国内で初めて承認され、軽度の認知症について進行を遅らせ

る治療が行われるようになっております。 

２つ目の血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血など、脳の血管の病気が原

因で発症いたします。それら脳卒中を繰り返すたびに、段階的に症状が進行していくよ

うなケースもございます。脳卒中は、高血圧や糖尿病などが主な危険因子であるため、

生活習慣病の予防が血管性認知症の予防にもつながるものでございます。 

認知症は、根本的治療は困難ですが、早期発見することで、ある程度改善されたり、

進行を緩やかにすることが期待されます。そのため、認知症についての正しい知識を持

ち、症状に気づき、早期診断につなげることが重要となっております。 

質問の１点目、町内の認知症の人の状況について、把握している人数としましては、

令和７年３月31日現在で介護認定を受けている方が、要支援、要介護を合わせまして

1,005人おり、その中で認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準におきまして、１人で

は日常生活に支障があると、そういうような症状であるとされるランクⅡ以上の方が

636人と判断されております。さらに、町内にはそれ以外に介護認定の申請をしていない

方の中にも認知症の方がいるものと考えているところでございます。 

また、議員ご指摘の軽度認知症の方につきましては、高齢者の６人に１人という厚生

労働省の推計を当町に当てはめますと、令和７年３月31日現在の当町の高齢者が6,669人

でしたので、割る６ということで1,112人程度の軽度認知症の方がいるのではないかとい

うふうな推計がなされます。 

次に、２点目の予防のための啓発活動につきましては、当町においても多くの取組を

実施しておりますが、主なものを４つほど申し上げます。１つ目は、毎年、中央公民館

において開催している認知症講演会です。講師としまして、認知症専門の医師や研究者

をお招きし、毎回多くの参加者に対しまして、認知症への正しい理解の普及や新しい情

報、考え方の周知を図っており、今回は10月25日の土曜日に開催する予定でおります。 

２つ目は、認知症施策推進事業として、いきいき脳トレ講座を実施しており、また介

護予防事業として実施している、ここからアップ教室、元気はつらつ健康塾、シルバー

ミニ講座の各事業におきまして、認知症予防につながるバランスのよい食事や運動を普

及する取組を行っております。 
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３つ目は、認知症サポーター養成講座の開催です。町内各小学校と八千代高校を対象

に、担当職員やボランティアが出向いて、認知症の正しい理解や認知症の方に対する接

し方を身につけた認知症サポーターの養成を図り、認知症の方や家族を支える地域づく

りを推進しております。また、今年度からは対象を広げまして、住民向けの養成講座を

９月13日土曜日に中央公民館で開催いたします。 

最後、４つ目は、９月の認知症月間の活動でございます。認知症サポーターの協力を

いただきまして、９月19日金曜日に、大字菅谷地内４か所のスーパーマーケットとドラ

ッグストアの店頭におきまして、認知症のパンフレットなどを配布し、啓発活動を実施

するキャンペーンを予定しております。 

また、今年度から始めた事業でございますが、町民から介護や高齢者の日常をテーマ

とした川柳を募集し、作品を役場と図書館に展示するとともに、認知症に関する啓発物

品や図書を展示し、幅広く地域住民へ周知啓発活動を行っております。 

認知症基本法が令和５年６月に成立し、当町におきましても認知症施策を総合的かつ

計画的に進めているところでございますが、高齢化の進展に伴い認知症高齢者の増加が

見込まれております。認知症のご本人やご家族が住み慣れた地域で安心して暮らしてい

けるよう、今後とも認知症に対する理解や知識を普及するための啓発活動を推進してま

いりますので、議員各位のご支援、ご協力をお願いしまして答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） 生井総務部長。 

     （総務部長 生井好雄君登壇） 

総務部長（生井好雄君） 議席番号３番、榎本哲朗議員の通告による一般質問にお答え

をさせていただきます。 

私からは、犯罪被害者支援条例について答弁をさせていただきます。初めに、犯罪被

害者支援条例の制定の目的につきまして若干触れさせていただきたいと思います。この

条例制定は、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、

市町村並びに住民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等が必要

とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、

社会全体で犯罪被害者等を支え、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に寄与する、

このような目的で制定をするものでございます。この条例の制定状況につきましては、

議員のご質問の中でもおっしゃられておりましたとおり、全国では約５割の市町村で制

定済み、茨城県内では11の市町で制定が済んでいる、このような状況でございます。近
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隣の埼玉県、群馬県、栃木県においては全ての市町村が制定済みでございますので、茨

城県が４分の１でございますので、少ない状況にある、このような認識をしているとこ

ろでございます。 

また、近年、特に重要な犯罪が増えている状況にある、このようなことも認識をして

いるところでございます。八千代町においては、先ほど議員からもお話がございました

とおり、令和元年に平塚地内で殺傷事件が発生いたしました。その際に、被害に遭った

ご家族から相談を受けまして、警察、被害者支援センター、そして町で協議をしまして

対応した経緯がございます。 

ご質問の、制定に向けて町としての動きはどのようになっているのか、それと制定に

向けての課題や問題点はあるのかということでございますが、町といたしましても、茨

城県の主催する研修会に参加し、犯罪被害者等の支援を推進するための基礎的な知識や

適切な対応方法などを習得できるよう努めているところでございます。また、下妻地区

被害者支援連絡協議会において、下妻警察署管内の被害者支援の活動状況などについて

報告を受け、情報を共有している、このようなところにあるところでございます。 

条例を制定するに当たりましては、住民、事業者等の犯罪被害者に対する２次的被害

防止の意識の醸成や、警察、被害者支援センターなどの関係機関との支援体制の構築と

いうものが必要であると考えております。特に下妻警察署管内の自治体においては、こ

の条例の制定について共通の認識を持って進める必要がある、このように考えていると

ころでございます。管内の自治体との連携を密にしながら、条例制定に向けて準備をき

ちんと進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。議員の皆様の

ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） 議席番号３番、榎本哲朗議員の通告による一般質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

犯罪被害者支援条例につきましては、現状も含めてただいま総務部長が答弁させてい

ただいたわけでありますが、議員ご指摘のとおり、県内では令和７年４月１日時点で11市

町で条例が施行されております。犯罪被害者等支援を総合的、計画的に推進して、犯罪

被害者等が受けた被害を回復、軽減し、生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を
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社会全体で支え、町民の皆様誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与

することを目的としているところでございます。現在、町のほうでは人権に関する条例

というものの整備に向けて、その作業も進めているところでありますが、併せて議員ご

指摘の条例の整備も進めていきたいというふうに考えております。そして、多くの犯罪

被害者の方の生活、仕事に対しての支援をしていかなければならないなという考えを持

っているところでございます。先ほど総務部長の答弁の中にありましたように、やはり

犯罪ということになりますと下妻警察署との関わりが大きくなる。その中で、下妻警察

署は、下妻市と旧石下ですか、ここを管内としておりますので、連携を取らなければな

らないなというふうに考えております。 

また、各自治体の取組ということになりますと、犯罪被害者のための総合的な対応窓

口の設置、見舞金等の支給制度、生活資金等の貸付制度の導入、居住場所の確保、生活

支援を行う自治体があるという形になります。被害の程度によって一定額の給付金を、

議員ご指摘のように、一時金として支給、無利子で、低利子で行う、こういうところが

対応の実例というふうになってございます。私としては、こういう給付金については、

ある程度国や県がこれは率先して対応していただけるとありがたいのだろうなというふ

うな形を考えているところでございます。 

課題としましては、やはり支援に関しての留意事項、これを知識として我々がまず学

んでおく必要があるということを考えております。まず、構造的問題としての把握、そ

して安全確保の優先、そして被害者の意思の尊重、そしてプライバシーの保護、そして

支援者自身の心のケア、そして支援者の安全確保、このような大きな課題があろうかと

思います。そういったことに対しての、やはり我々町行政側としましてもきちんとした

知識の下に、こういった法令でありますから、これは対処しなければならないというふ

うに考えております。これはスピード感を持って対処したいというふうなことを申し上

げまして、説明とさせていただきます。 

議長（上野政男君） 再質問ありますか。 

３番、榎本哲朗議員。 

３番（榎本哲朗君） 答弁ありがとうございます。認知症についてちょっとお聞きした

いのですけれども、今までに認知症の家族の方々から相談を受けたことはありますか。

あったとすれば、どのような内容だったのか教えていただければと思います。 

議長（上野政男君） 野中保健福祉部長。 
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     （保健福祉部長 野中清昭君登壇） 

保健福祉部長（野中清昭君） 榎本哲朗議員の再質問にお答えをいたします。 

これまでに、認知症に関して家族などからどのような質問があったかということです

けれども、認知症に関する質問につきましては、町の地域包括支援センターや、改善セ

ンターにあります基幹相談支援センター、あるいは保健センターの保健師が受けたとい

うふうな経緯がございますけれども、まず主な相談の内容としましては、介護保険の利

用方法や、今後、どういった科の医療機関に受診をすればいいのかといった内容の質問

が多いというふうに認識しております。 

以上でございます。 

議長（上野政男君） 最後に、再々質問ありますか。 

     （「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（上野政男君） 以上で３番、榎本哲朗議員の質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

                             （午前１１時２３分） 

                                      

議長（上野政男君） 休憩前に戻り、会議を再開をいたします。 

                             （午後 １時０２分） 

                                      

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員の質問を許します。 

 ２番、赤塚千夏議員。 

     （２番 赤塚千夏君登壇） 

２番（赤塚千夏君） 日本共産党の赤塚千夏です。ただいま議長より許可をいただきま

したので、通告に従いまして一般質問させていただきます。 

大きく２項目ございますが、まずは不登校対策について質問いたします。2006年の教

育基本法の改悪以降、国の教育政策が押しつけられ、教員の精神疾患と子どもの不登校

が急増しています。2023年度、全国の不登校児童生徒数は、初めて30万人を突破し、34万

6,482人、高校生も含めると41万人にも達しました。小学生の不登校は、10年前の5.4倍、

中学生も2.2倍もの増加です。日本の教育は、競争での評価や成績主義が横行し、それが

子どもを型にはめ込む管理型の教育を招いて、明確な理由もないのに学校に行けなくな

ってしまった子どもを生んでいます。また、同調志向からはみ出せば、からかいやいじ
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めが始まり、そこから生まれた人間不信はその後の人生に中長期的に影を落とすことに

なり、深刻な問題です。 

そこで、お尋ねいたします。現在、本町では、それぞれの学校ごとにどのぐらいの不

登校児童生徒がいるのでしょうか。 

また、不登校は、子どもの怠けや弱さ、親の甘やかしだと捉える方もおりますが、複

雑化する社会の中で我慢を重ね、傷ついた子どもたちのＳＯＳであり、その解決のため

には、心の傷への理解や心置きなく休息できる居場所が求められています。そうした子

どもたちのために、八千代町では教育支援センターけやきの家や校内フリースクールが

設置されておりますが、その利用状況と支援内容をお聞かせください。 

まずは、以上について答弁いただき、その後一問一答で質問していきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） ２番、赤塚千夏議員の質問に答弁させていただきます。 

今、ご質問がございました、それぞれの学校ごとの不登校の状況ということと、けや

きの家の利用状況ということでございますが、各学校の不登校の人数についてですが、

まず文部科学省において不登校児童生徒ということで、ここで改めて定義を言わせてい

ただきますと、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景により登

校しない。あるいは、したくともできない状況にあるために、年間30日以上欠席したも

ののうち、病気や経済的な理由によるものを除くというものが定義でございます。それ

に照らしますと、当町の不登校人数の現状でございますが、今年度７月時点での人数で

ございますけれども、小学校、児童のほうはゼロでございます。中学校は、生徒ですが、

11人という形で進んでいるところでございます。 

２つ目のご質問ですが、本町には、けやきの家、適応指導教室という不登校になった

お子さんが学校に行くためのステップとして使うところがあるわけでございますが、さ

らに今年度は校内フリースクールということで、八千代一中、東中ともに校内でのフリ

ースクールを設けたところでございます。これは、学校には来ることができるのだけれ

ども、なかなか教室に足が向かないというお子さんを、校内で少し練習というか、スモ

ールステップを踏みながら教室へ戻していくというような形の場所でございます。そう

いったところを含めまして、けやきの家でございますが、７月時点の利用人数は中学生
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４名でございます。そのうち１名は、校内フリースクールも利用しているところでござ

います。小学生は、先ほど申し上げたように、利用はございません。利用状況につきま

しては、週１日あるいは２日、または不定期での利用ということになっております。全

体として、平均して１人当たり２時間程度の利用が多いかなという状況でございます。

支援内容等につきましては、教育相談や個に応じた学習支援。それから、ゲームといい

ましても、トランプとか、人生ゲームとか、ジェンガというものを通して、いわゆるコ

ミュニケーション能力を高めることを狙いとした支援、あるいは児童生徒の興味関心の

ある活動ということに取り組むために、それらを利用しながら、集団への適応性や自己

表現の場、心の安定につながる活動をしているところでございます。 

校内フリースクールのことでございますが、各中学校開催されておりますけれども、

先ほど確実に利用している、その４名の中で校内フリースクールを利用しているのは１

名でしたけれども、校内フリースクール自体を利用しているのは５名でございます。利

用状況は、生徒によりますが、週１の生徒もいますが、毎日という生徒もいますし、利

用時間も１日当たりそれぞれに様々でございます。というのも、支援内容につきまして

は、本人と担当の教師で考えながら今日のスケジュールを決めていくということもあっ

て、今日、時間割の中でこれ苦しいなというところがあれば、その子にとっては３時間

になる場合もございますし、今日は、この授業はちょっと苦しいな、人間関係もあった

授業内容等々でも苦しいなということで、この授業さえ避けられれば戻れるということ

になれば１時間の利用という形にもなっていくという形で進んでいるところでございま

す。ただ、校内フリースクールにおきましては、オンライン教材を使いながら教室での

授業をそのまま配信しながら、居ながらにして授業を受けられるというような形を取っ

ているところでございます。学びのスケジュールを生徒自身が自分のペースに合わせて

自己決定しながら進めていく。この自己決定をしていくというところに自己有用感の確

立を目指しながら、自信をつけさせて復帰できるというところを狙っているところでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） ただいま11名という答弁がございました。以前聞いたときはまた

違う人数だったと思いますので、月ごとによって状況というのはその都度変わってくる

のだと思います。これからが増えてくるのかなというのがちょっと心配なのですけれど
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も、先ほど不登校の定義がありましたが、30日間欠席ということになりますので、１日

でも登校すればこれは不登校とカウントされないわけでして、不登校ぎみという子を含

めるとさらに多くの子どもたちが学校への行きづらさを感じているのではないかなとい

うふうに思われます。そうした子どもたちの支援の拡充は喫緊の課題です。 

先日、けやきの家を視察させていただきましたが、先ほど教育長からいろいろ紹介が

ありましたように、ぬいぐるみだったり、ゲームだったり、ソファーが置いてあったり、

子どもたちにとって居心地のいい空間となるように工夫されていました。学習支援にと

どまらず、体育館や町民公園に出かけることもあるということをお伺いしまして、すば

らしい支援だなと思いました。ただ、利用する生徒が、この前聞いたときは二、三人と

いうお答えそのときはいただいたのですけれども、せっかく充実した支援センターがあ

っても利用できていない子どもがもし取り残されているのであれば残念だなと思います。

本人が家から出られない状況にあるというケースが多いのだというふうに想像しますけ

れども、中には支援センターに行きたいのだけれども、開設時間が９時からとなってい

るため、保護者の仕事の都合で送迎ができないということがあるのであれば、それは何

らかの手助けが必要かなと思いまして、デマンドタクシーを利用してくる子もいるとい

うふうに伺ったのですけれども、気軽に短時間だけ利用したいと思っても、保護者の送

迎ができない、利用できないという状態はあってはならないと考えます。支援センター

と自宅の間のみに利用できるデマンドタクシーの無料券なんかを不登校の子どもたちに

月何枚かでも支給することはできないものでしょうか、お伺いいたします。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） 赤塚千夏議員のご質問に答弁させていただきます。 

現在、けやきの家に週１回程度通っている生徒１名いるわけですが、この生徒につき

ましてはデマンドタクシーを利用している、先ほど議員がお話ししたとおりでございま

すけれども、けやきの家を利用している児童生徒、児童はほとんどおりませんが、生徒

の多くは両親が共働きということで、小学校４年生から保護者なしで利用できるデマン

ドタクシーというのは大変有効な移動手段であるというふうに考えているところでござ

います。今後、デマンドタクシーの利用状況の推移を勘案しながら検討してまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 
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２番（赤塚千夏君） ありがとうございます。決して大きな金額ではありませんので、

ぜひ早急に取り組んでいただけますようお願いします。 

また、家から出られない子どもを抱えた保護者の場合は、短時間勤務を余儀なくされ

て収入減につながったり、毎日毎日昼食の用意も必要になってしまったりと、経済的に

大きな負担となります。 

松戸市では、長期欠席の児童生徒がいる世帯に昼食費、学年によって金額違うのです

けれども、中学生の場合は月5,000円の支援を行っています。本町でも、このような何か

支援ができないものか、お伺いしたいと思います。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） ただいまのご質問についてご答弁させていただきます。 

本町といたしましては、不登校の児童生徒の自立、それから学校復帰に向けて、先ほ

ど来申し上げておりますように、教育支援センターであるけやきの家や校内フリースク

ールを開設して、個々に応じたきめ細やかな支援を行っております。ただ、児童生徒が

不登校になった背景、あるいはきっかけには様々な要因がございますので、支援が必要

かどうかについても今後考えていくことはあるかと思いますけれども、やはり慎重に調

査検討しながら前向きに進めていきたいなというふうに考えているところでございます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） 今ちょっと子どもの不登校に対する何か支援みたいな答弁でした

けれども、経済的な支援のほうもぜひ考えていただきたくて、現在、本町学校給食費は

無料となっておりますけれども、不登校の子どもたちにはこうした恩恵を受けられない

状態になっているわけで、学校給食費に相当する金額を支給していただきたいなという

ふうに強く求めます。 

さて、このように心の傷を抱える子どもが増える中、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーの拡充は待ったなしです。現在、県教育委員会から派遣を受けて

いるとのことですが、昨年度の実績で、スクールカウンセラーの学校ごとの配置回数、

スクールソーシャルワーカーの派遣回数をお尋ねいたします。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） ただいまのご質問に対して答弁させていただきます。 
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教育支援センターや校内フリースクールに通えない生徒、保護者に対して学校から定

期的に家庭訪問や電話連絡、あるいは放課後登校を促すなどしているところでございま

す。また、タブレットを通して生徒との連絡や学習支援を行っているところで、先ほど

議員ご指摘のように、県からスクールソーシャルワーカー、ＳＳＷ、それからスクール

カウンセラーという形で派遣をいただいております。スクールカウンセラーにつきまし

ては２名でございます。令和６年度においては、小学校は、スクールカウンセラーは55回

の回数がございました。中学校は42回ということになっております。スクールソーシャ

ルワーカーにつきましては、当町では１名の派遣をいただいておりますが、これは主に

中学校に17回ということで、このスクールカウンセラー、それからスクールソーシャル

ワーカーともに、やはりベテランの子どもたちの心をつかむ、または保護者の悩みに寄

り添うという形で非常に好評を得ているところはございます。また、これによって少し

前向きにフリースクールをちょっと見学しようかな、けやきの家を見学しようかな、校

内フリースクールもちょっとのぞいてみようかなというお子さんも昨年度はございまし

た。これからも、スクールソーシャルワーカー、それからスクールカウンセラーを活用

しながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） ありがとうございます。先生たちが家庭訪問したり電話をしたり

という対応をしているそうですけれども、今そうではなくても学校の先生というのは多

忙な勤務をされておりますので、やはりスクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーをしっかり取り入れるということが必要かなと思います。今、スクールソーシャ

ルワーカー17回ということなのですけれども、これだと月に１、多くても２回ぐらいで

しょうか。本当に何かあったときだけ来ていただくというのですと、まず学校側からち

ゃんと生徒の事情をソーシャルワーカーに伝えたり、そういう情報交換するだけでも何

か負担が大きくなってしまって、日常的な相談ができる体制とは言えないのではないか

と思います。県内でも、結城市やつくば市のように市町村独自にスクールソーシャルワ

ーカーを雇用している自治体が増えていますけれども、本町でも独自に雇用すべきでは

ないでしょうか。見解をお伺いします。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） ただいまのご質問についての答弁をさせていただきます。 
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先ほど県派遣のスクールソーシャルワーカー、それからスクールカウンセラーという

形で、緊急事態になりますと緊急の要請をすればすぐに来ていただけるというような状

況もご答弁させていただきたいところでございます。本町におきましては、２名の学校

教育指導員、さらには２名の県派遣の指導主事、さらに生涯学習課には県派遣の社会教

育主事という形で学校現場から上がっている方々がいらっしゃるわけです。その方々が

特に中学校においては週１度ある生徒指導部委員会に直接出向いて、直接先生方から相

談を受け、そして対応について考えていくというような形で進んでおります。また、生

涯学習課のほうでは訪問型家庭教育支援ということで、町独自での支援体制をしている

ところでございます。これは、教育部門のみならず、福祉部門のほうも交えながらの訪

問型の家庭支援でございます。ですから、軽いものについては、学校教育指導員等々で

何とかなるかと思うのですけれども、やはり重篤な、ちょっとこれは深いなというもの

になりますと、今申し上げましたような訪問型家庭教育支援であったりとか、県派遣の

ＳＳＷ、ＳＣを活用しながらということで進めている。さらに、本町には特別支援教育

に携わる臨床心理士の方も相談員として雇用しておりますので、その方にも本当に難し

い事例についてはご相談いただきながら、直接学校に行って、先生方へのアドバイス、

ご指導等々もいただいているというところでございます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） ありがとうございました。 

１つ聞きたいのですけれども、訪問型家庭支援のほうってどのぐらい年間訪問したの

かって、今即座に答えられますか。すみません。想定になかった質問。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） ただいまのご質問に答弁させていただきます。 

件数ですと、高等学校もこれは含めるわけなのですけれども、13件という形で、回数

としては40回という形でございます。幼児教育施設から小学校、中学校、高等学校とい

うこともございますので、幼児のほうでは発達とかの相談であったり小学校へ入ってい

くための不安であったりというところで、あと小中学校は不登校の原因のところがござ

います。もちろん家庭内の問題も出てくると。高等学校にすると進路等々の相談という

形で進んでいるところでございます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 
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２番（赤塚千夏君） ありがとうございました。相談があってから支援が入るのではな

くて、なるべくこちらからどんどん事前に行って、未然に不登校を防ぐような形になっ

たらいいのかなと思いますので、十分な人員配置のほうをこれからもお願いしたいと思

います。 

ちなみにですけれども、今十分それでも間に合っているとお考えなのかもしれません

けれども、今年度の政府予算にスクールカウンセラーの全小中学校への配置、これは週

４時間で２万7,500人分やスクールソーシャルワーカーの全中学校区への配置、週３時間、

１万人分が予算化されました。ご存じかもしれませんけれども、しかしこれというのは

町が配置を求めない限り実現しませんので、県に対してスクールカウンセラーとスクー

ルソーシャルワーカーの配置の増員などを求めることを要望していただけるようにとい

うのもお願いしたいなと思っています。 

では、以上で次の質問のほうに移ります。不登校を生み出さない学校教育についてと

いう別の角度から質問していきたいと思います。２年後には中学校が統合されるとの答

申が示されました。一番最初に、不登校の人数では学校ごとに何人というのは答弁はい

ただけませんでしたけれども、一中と東中では不登校の生徒数にも開きがあるというよ

うなことをお聞きしております。そこには歴史的背景からくる地域性や特質の違いも影

響しており、学校や家庭だけの問題ではないと思います。そうした背景を無視して統合

すれば、学校になじめない子どもたちがさらに増えるのではないかということを危惧し

ております。その点について、どのようにお考えなのかお聞かせください。 

議長（上野政男君） 関教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） ご質問に答弁させていただきます。 

東中と一中、中学校は２校しかございませんが、今議員のほうからは開きがあるよう

な話ですけれども、数としては開きはもちろんあるのですけれども、割合にしますと全

体の分母を生徒数で、分子分母でやれば、割合にいたしますと大差はないというところ

が今の現状ではございます。私が教育長になった令和５年度、令和６年度におきまして

も、最終的には東中、一中の不登校の率というのは割合では大差はないというところで

ございます。ただ、大きい、小さいということではなくて、やはり統合というのは親御

さんにとっても、子どもにとっても不安な部分もございますし、また期待も持っている

というところであるかなというふうには考えているところでございます。ただ、お互い
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に大きいところにいて小さいところが統合する、小さいところにいて大きいところに統

合するという形が本町の流れになるわけですけれども、統合前から生徒たちの不安を払

拭していかなければならないというところでは、合同の授業であるとか、行事であると

か、これは進めていかなければならないなというふうに考えているところでございます。

実際に、現在小学校６年生の国会見学とか５年生の宿泊学習、これは合同でやっている

ところでございます。また、小中連携ということで、音楽交流会なども実施していると

ころでございます。統合前におきましては、統合後もそうですけれども、加配がいつも

より統合した学校には教員がついてまいります。そういうところも含めながら、最初ス

タートの段階、それからスタートして一、二年、しっかりと子どもたちをサポートしな

がら進めていきたい。さらには、統合により教職員の人数が増えるということは、子ど

もの人数も増えますが、教職員の人数が増えるというのは子どもたちを見る目が非常に

増えてくるというところではきめ細かな支援をすることが可能であるというふうに私は

捉えているところでございます。統合後、スムーズに環境に慣れ、いきいきと学校生活

が送れるよう、教職員の質の向上はもちろんですけれども、そのような環境面もつくり

ながら、教育支援センター、それから校内フリースクールなど、学びの場の保障をしな

がら進めていければなというふうに考えているところでございます。 

     （「議長、議長」と呼ぶ者あり） 

議長（上野政男君） はい。 

     （「今、私から言うのはあれだけれども、今不登校の大差はないと 

いう表現はおかしいから、一中が幾つ、東中が幾つぐらいのこ 

       とを言わないと。よその議員があれを見たら傍聴者に対して失 

       礼に当たる。大差がないという意味が分からない。教育長に聞 

きます」と呼ぶ者あり） 

議長（上野政男君） 教育長。 

     （教育長 関  篤君登壇） 

教育長（関  篤君） それでは、令和５年度でございますが、一中５名、東中３名。

割合にいたしますと、一中が1.4％、東中が1.6％。令和６年度でございます。一中が11人、

東中が６人。一中は、割合にいたしますと3.3％、東中は3.5％というところでございま

す。今、７月段階でございますと、一中が９、東中が２ということで、一中は2.8％、東

中は1.4％。ただ、７月の段階でございます。令和５年度、令和６年度は年度末でござい
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ますので、この後増えていったり、先ほど議員ご指摘のように、２学期、どちらかの学

校が増えてくるということもございますし、今までの流れの中で、いよいよ受験に向け

て不登校が解消していくという場合もございますので、これは年度末まで見ていかなけ

れば分からないところですが、令和５年度、令和６年度については先ほど申し上げたよ

うな形でございます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） ただいま教育長のほうから、統合すれば先生の加配がつくので、

目が行き届くというご答弁いただきました。ただ、さっき教育長が言ったとおり、先生

１人当たりの生徒数も増えてしまうわけで、目が行き届くというのであれば小規模校の

ほうが、１人の先生が全校生徒全ての顔と名前が一致するという状態なわけです。それ

に対してやっぱり統合したら、学年全員の顔さえ分からないような、クラス担任はあれ

ですけれども、そういう状態になってしまって、私はそれが目が行き届くことになると

いうのには少し疑問を感じております。統合に対しても、もっと時間をかけていただい

て、６月議会でも言いましたけれども、小学校を建設する必要はないのではないか。そ

のお金があるのだったら、もっと別の支援、子どもたちの支援にお金を使っていただき

たいなというのが私の願いです。 

最後に、では町長に質問したいと思うのですけれども、不登校児童生徒を生み出さな

いためには、何よりも誰一人として取り残さない、全ての子どもたちが伸び伸びと個性

を発揮できるような学校づくりが求められています。国連・子どもの権利委員会から、

日本の子どもたちは、過度な競争的な教育制度のため、正常な発達が阻害されている、

早急な改善をと２度も勧告を受けながら、何の改善もされてきませんでした。いじめや

不登校問題の根底には、日本の競争と詰め込みの教育があります。小中一貫校にすれば、

それがますます加速することになるでしょう。万が一、その学校になじめなかった場合、

町外の学校に転校する児童生徒が増えるのではないでしょうか。今の時点でも、知り合

いのお母さんから、どうせ中学校遠くなってしまうのだったら、町外の学校を受験しよ

うかな、通わせようかなと話すお母さんもいました。このまま１校にまとめるやり方で

は、間違いなく子どもたちはますます町外の学校に出ていってしまうことになります。

今取り組むべきは、統廃合とか新校舎建設ではなくて、町長の運営方針でのお言葉を拝

借しますと、小さいけれども、きらりと光る学校をつくることではありませんか。町長

の見解をお聞かせください。 
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議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの赤塚議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

今、赤塚議員が申された課題等につきましては、八千代町だけの問題ではない。裏を

返せば、八千代町から出ていく人がいるのであれば、よそでも統廃合がどんどん進んで

いる。では、ほかから八千代町へ来るような人も出てしまうのではないかなというよう

な考えも私はあるわけであります。 

そして、子どもたちの生き残るこの21世紀というのは、恐らくは新しい知識、情報技

術が、政治、経済、文化をはじめ、社会での活動の基盤として重要さを増す、いわゆる

知識基盤社会の時代、そのような形に言われる。その中を生きなければならないという

ふうに思っております。さらに、少子高齢化や人口減少、グローバル化が加速していく

など、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しているのだろうなというふうに思って

います。 

あくまでも学校は教育の場であるということを前提にお話しします。このような激し

い予測困難な時代を生きていくためには、先ほど言いましたように、小さくてもきらり

と光るような学校を造る、それも私の一つの目標であります。新しい学校を造るからに

は、やはり他の自治体がやっていないような、この八千代町でこそできたという教育環

境もつくってあげたい、それが私の願いであります。その中で、子どもたちが伸び伸び

と、大きく、図太く、そして賢く、しなやかに、あらゆる環境の下で生きていける、そ

のような子どもが育つ。そして、午前中の話でもありましたが、日本や世界の中で活躍

できるような子どもたちの基礎をつくってあげたい。それが私の目指す小中学校の姿で

あると。そこを簡略に取られて、小さくてもきらりと光るような学校をつくりたい、こ

のような言葉でお伝えさせていただいているというところでございます。 

答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） ありがとうございます。 

今の町長の答弁にもう一つだけちょっと質問させていただきたいのですけれども、町

外から逆にこちらに、八千代はいい学校だということで来るかもしれないというお話で

したけれども、ではどれだけの魅力ある学校をつくっていこうと思っているのか具体的
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な内容をちょっと教えていただきたいなと思うのと、あと世界で活躍できる子どもたち

を育てたい、それはそれですばらしいことだと思うのですけれども、それって逆に競争

をあおるようなことにならないかというのが私は不安に思います。普通の秀でた才能が

ない子でも、ちゃんと教育を受けて、授業を聞いて分かったという喜びみたいなのをや

っぱり教える、それが学校、特に小学校とかではそういうほうが、テストができるでき

ないよりも、そういう教育力のほうが重要でありまして、それにはやっぱり小規模校が

私は適しているのではないかなというふうに思ってしまうのですけれども、その辺のと

ころのお考え少しお聞かせください。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） 先ほどの赤塚議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

私がほかから来る子どもたちもいるだろうなというのは、やはり都会とかの生活の中

で、かなりもまれにもまれて、そういう社会の中でもまれて、田舎のようなところで伸

び伸びと育ててあげたい。そういうお子さんを持つ親御さんもいるのではないかなとい

うふうに思います。そこに、この農村地域である八千代町の魅力というものがあるのだ

ろうな。 

そして、私は特に競争の中に子どもたちを置くという考えではない。先ほど言いまし

たように、伸び伸びと、心豊かな、しなやかな、そういう子どもを育てたいと申し上げ

ました。ですから、競争というのは今に始まったことではなくて、我々の時代だってあ

ったわけであります。その中で、今は日本ばかりではなくて、韓国であろうが、あるい

はアジア圏であろうが、かなり教育に力を入れている、そのような形は聞いています。

私としましては、グローバル化や国際社会の中でも活躍できる、世界で活躍できると言

ったのは、語学の話も含めてであります。特に八千代町の子どもたちが大きく育つに当

たっては、やはり語学というものは必要であろうな。我々がもう既に、外国人の方が人

口の１割を占める。あるいは、多くの都市で、世界の人たちが共に暮らすこの社会の中

で、やはり語学教育というものの大切さは、もう既に我々自体が身を持って分かってい

る。この間もベトナムのほうに私は子どもたちを８人派遣させましたが、何もベトナム

語を覚えてくれというわけではない。そういう言葉の通じない中で彼らが成長していく

ときに、その土台を八千代町でつくれないか、そのような考え方で、新しい学校にはそ
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ういった魅力ある教育ができる。親御さんも安心して、八千代町の統合した学校に通わ

せてよかった、そのように思ってもらえるような環境を私はつくっていきたい、そのよ

うに考えております。 

答弁といたします。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） ありがとうございます。社会でもまれて田舎で伸び伸びとした教

育を求めて移住してくるのではないかとか、語学のいろんな経験という、町長が目指し

ている教育、私も本当に同感なのです。同じ思いです。ただ、だからこそ、例えば農業

体験みたいなのって小規模校だからこそ稲刈りだのできるのではないかなと思っていま

して、野村町長が目指す教育、私も同感なのですけれども、それが統廃合に私にはちょ

っと結びつかないという疑問があります。ちょっといろいろその辺これからも検討して

いただいて、補助金がもらえるうちに統廃合してしまおうとかそういうのではなくて、

やっぱり八千代町独自の魅力ある学校、子どもたちが休みたくないと思うような学校を

目指していただきたいと切にお願いいたしまして、１項目めの質問を終わります。 

続いて、２項目めいいですか。 

議長（上野政男君） 結構です。 

 ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） それでは、議長の許可をいただきましたので、２項目めについて

の質問をさせていただきます。 

ごみ収集について質問したいと思います。行政区というのは、住民同士が助け合い、

協力し合いながら、住みよい地域をつくるため、自主的に取り組む任意の団体ですけれ

ども、防犯、防災や環境美化、地域コミュニティーの核として非常に重要な役割を担っ

ています。しかし、近年は、非正規、長時間労働が横行する中で、人口減少も相まって、

行政区の活動に負担感が増しています。また、高齢者世帯の増加に伴い、協力したくて

も協力できないという方も増えており、それらのことが行政区からの離脱者、それの増

加を招いています。 

そうした中、行政区に非加入者が地域のごみ集積所の利用を拒否されたというトラブ

ルが全国各地で問題になっています。神戸市では、ごみ出しを禁止した自治会の対応は

所有権の乱用だとして裁判になり、神戸地裁、大阪高裁とも自治会側の違法性を認め、

たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、非自治会員の
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利用を一切認めないのは正当化できないというように判断。自治会側に損害賠償の支払

いを命じました。本町においてもそうしたトラブルが発生しており、区費を加入者より

多めに支払うことでごみ出しを許可している行政区がある一方で、中には負担金の支払

いにも応じず、ごみ出しを許可しないとしている行政区も存在し、その対応は行政区に

よって様々です。加入しなくても行政区の者が自由に使えるということがまかり通って

しまえば、不公平感を持ったり、また自治会を抜ける非加入者の増加に拍車がかかると

いう危機を募らせる行政区側の実情も十分理解できます。しかし、そもそも廃棄物処理

法第４条には、国及び地方公共団体の責務が規定されており、ごみ収集は本来自治体が

担うべき仕事です。行政区は協力しているにすぎず、これまで各行政区に頼ってきたご

み収集の在り方を見直すべきときに来ているのではないかと考えますが、町長の見解を

お聞かせください。よろしくお願いします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの赤塚議員の一般質問にお答えをさせていただきます。 

行政区に依存したごみ収集の在り方という形かと思います。行政区の定義であるとか、

あるいは神戸の裁判であるとか、議員よくお調べになっているので、そのとおりであろ

うかと思います。全国の自治体を見ますと、はざまの時期に来たのかなと言われており

ます。 

しかし、八千代町においては、今、日本人だけで言えば75％の人が行政区に加入して

いただいている。外国人の方が大体１人１世帯という形でありますから、含めますと50％

台になるのだと思うのです。日本人だけで申し上げますと、75％の人が今でも自治会に

入っていただいている。 

そして、ほかの自治体と違うのは、八千代町は昭和55年からコミュニティー推進事業

というものを町のソフト事業の根幹に据え、先人の方からのご苦労によって今のスタイ

ルができている形。全国に先駆けて、自分たちの課題は自分たちで解決し、そして自分

たちの地域を守ると。そういう理念の下、この八千代町では、いち早くからごみ処理等

につきましても住民の方が積極的に、区長さん、副区長さんを中心に役員になっていた

だいて、そしてその伝統を守って今日に至っている。しかしながら、先ほど赤塚議員が

申されたように、共稼ぎ世帯や長時間労働や、あるいは年齢の高さによっても働く人が

どんどん増えている中で、ほとんど昼間勤め人の方が多くなっている。この間申し上げ
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ましたが、就業人口、働く人の83％が給与取りという町がこの八千代町に今はなってい

ます。その中において、役員の成り手もなかなか難しければ、あるいは地域の伝統文化

を守ろうとする、そういうものに参加する人も少なくなっている。しかし、その中にお

いても、まだ役員を引受けてくれて、ごみ集積所の当番をしていただいているわけで、

本当に頭が下がる思いであるというふうに思っています。確かにごみ処分の問題は行政

が行う、これはそのとおりであります。しかし、家庭のごみ収集については、やっぱり

各ご家庭のご協力を得ないと、これ絶対不可能な話であります。そこのところのかみ合

わせといいますか、自治体に加入するしない。あるいは、一定のものだけを付き合いた

い。あるいは、全く関わりを持ちたくない。そういうものがどんどん増えている中であ

りますが、今現在、日本のある自治体においては、行政区加入を法律で縛ろうと、そう

いうところまであって、大変な騒ぎになっている。それは議員もご存じかと思います。

そこまでしても、やはり自治会、行政区の組織というものの必要性というものは認識が

あるのだなというのが私の思いであります。 

したがいまして、これから恐らくごみ収集にしろ、あるいはコミュニティー組織にし

ろ、形は少しずつ変わっていくのだなという思いがしています。例えばごみ収集につい

て考えますと、負担は大きいようですが、今のやり方が一番安定していると、そういう

意見もありました。行政区は全部同じではない。１桁台の戸数のところから、あるいは

200戸、300戸、400戸、ばらつきがございます。その中で、行政区がそれぞれ抱えている

問題は異なる。それを一把一まとめにしてこうしましょうというのは、なかなか難しい

かもしれません。ただ、八千代町に住む人たちがそれを大きな負担と考えるようでは、

やはり八千代町に住みたくないというような形になりますので、そこは地域の皆さんの

ご意見を聞きながら、少しずつ変えていく必要があるのだなというふうに思っておりま

す。 

ごみの収集の在り方については、現行は維持していきたいですが、やがて変えなくて

はならない時期が来るというのは、私は間違いのないところであると。その際において

も、やはり地域というものを、ふるさとというものを守っていただくような、その心を

持って町民の皆様が対応していただけるような方向に協議していく、それが私の考えと

いうことでございます。 

答弁といたします。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 
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２番（赤塚千夏君） ありがとうございます。行政区というのは、本当に重要な役割を

持っていますので、できれば入っていただきたいのですけれども、この社会の変化とい

うのは本当に難しいなというふうに感じております。ただ、現実問題、今75％加入して

いるというお答えだったので、逆に言うと25％の人が入っていない。ごみ出しできる行

政区だといいのですけれども、ごみ出しできない場合、自分でクリーンポート・きぬま

で持ち込まなければいけない。車運転できるうちはいいのですけれども、運転できなく

なったときにどうしたらいいのだというような、今ふれあい戸別収集というのもありま

すけれども、それは本当に障害者とか、かなり重症にならない限り要件が満たせないわ

けで、そのはざまで困っていらっしゃる方がこれから増えていくのではないかと思うの

です。今すぐ、さっき言ったように、いきなり行政区の仕組みを変えるというのはすぐ

にはできないと思うのですけれども、古河市では粗大ごみと同じような感じで可燃ごみ

についても500円の収集シールを袋に貼ることでご自宅まで回収に来てくれるというサ

ービスを実施しています。こうした取組であれば、すぐ対応可能ではないかと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

議長（上野政男君） 古澤町民くらしの部長。 

     （町民くらしの部長 古澤朗紀君登壇） 

町民くらしの部長（古澤朗紀君） ２番、赤塚千夏議員のご質問にお答えします。 

下妻地方広域事務組合の中では今のところそういったことをやっておりませんが、今

大きく枠組みの話を下妻広域のほうで行っておりますので、その中で八千代町からの意

見として提案していきたいと思います。 

以上、答弁といたします。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） それはやっぱり事務組合と足並みそろえないと駄目ということな

のでしょうか。町独自ではできないのですかね。例えば今500円というふうに、ごみ袋が

すごく八千代町は高額になっています。ほかは、筑西市だと180円ぐらいだったりとか、

あと結城市だとごみ袋自体が存在せずに、透明な袋ならオーケーみたいにありますが、

それも値下げしていただきたいなと思っているのですけれども、無料配布の数、八千代

と下妻で違うのはなぜでしょうか。下妻は、例えば２名の世帯だと100枚無料配布してい

るのですけれども、八千代町だと40枚なのです。確かに袋の大きさ、八千代は45リット

ルに対して下妻は40リットルで下妻のほうが小さいのですけれども、容量に換算します
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と、八千代40枚というのは1,800リットルです。下妻の100枚というのは4,000リットル。

圧倒的に下妻のほうが無料配布の袋の数多いのですけれども、連携しなければいけない

のでしたら、その無料の配布の袋の数も同じぐらいにしていただきたいなと思うのです

けれども、いかがですか。 

議長（上野政男君） 古澤町民くらしの部長。 

     （町民くらしの部長 古澤朗紀君登壇） 

町民くらしの部長（古澤朗紀君） ２番、赤塚千夏議員からの質問にお答えします。 

確かに今現在、下妻で配布されているもの、八千代で配布されているもの、袋の大き

さも違いますし、数も違います。そちらのほうは、下妻さんはどういうふうに計算して

やっているか、ちょっと今現在私も把握できていなくて申し訳ないのですけれども、八

千代の場合は一般廃棄物の全体量から１人当たりどのぐらいの量のごみを出しているか

なということで、それに見合った分のごみ袋に換算して計算して、その範囲内で無料配

布をして、それ以上出す方に関しては買ってくださいねというような方式を取っており

ます。ちなみに、下妻市の日当たりの排出量が486グラムですか。八千代町が412、八千

代町のほうが排出量が幾分少ないというようなこともその中には原因として挙げられる

のかなと推察します。 

また、先ほど申し上げましたように、今現在、その辺のところも下妻地方広域事務組

合の中で、ごみの在り方全体の検討会開いておりまして、計画では令和９年度当たりか

らその結果が反映されるというような計画がございますので、その段階ではそちらの問

題もある程度解決を見るのかなと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） では、排出量によって計算が違って配布量も変わっているという

ことなのですけれども、あと、ごみ袋の大きさについて、一人暮らしの高齢者には45リ

ットルだと大き過ぎて集積所までの運搬が大変だし、夏は小まめにごみ出ししたいけれ

ども、袋が半分にもならなくてもったいないなどの声があり、以前担当課の方に、45リ

ットルのほかに小さいサイズの袋を作れないかということをご相談したことがありまし

た。そのときのお返事では、袋が２種類になって、大量注文できなくなってコスト高に

なるということで、実現できるかどうか分からないけれども、見積りを取っていただけ

るということでした。その結果と今後の実現の可否についてもお聞かせください。 
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議長（上野政男君） 古澤町民くらしの部長。 

     （町民くらしの部長 古澤朗紀君登壇） 

町民くらしの部長（古澤朗紀君） ２番、赤塚千夏議員からの質問にお答えします。 

現在、八千代町におけるごみ袋の種類につきましては、可燃ごみ用が45リットル、不

燃ごみ用が30リットルの２種類のごみ袋を作成しております。議員ご指摘のとおり、ご

み袋のサイズの多様化につきまして、住民の皆様の利便性の面から見ますといろいろな

選択肢ができることは、それぞれの生活様式や状況に合わせ、選べる自由を有すること

であり、住民生活の安心や余裕につながるものであると認識しております。一方で、現

在のごみ袋サイズの追加、変更を検討するに当たり、新たにごみ袋を作るためには、コ

ストの面や価格の設定、流通経路の整理等、様々なことをクリアしていかなければなり

ません。 

また、現在、ごみ袋につきましては、各市町村が独自に作成するよりも、より大きな

単位で運用したほうが管理やコストの面で有利ではないかということで、先ほど申し上

げましたように、下妻地方広域事務組合の管内で、ごみ袋の域内統一に向けて県と協議

しておるところでございます。具体的には、袋の種類や大きさ、デザインなどになりま

すが、可燃ごみ、不燃ごみのほか、新たに資源ごみの袋を作成することなども検討して

おります。現在進行形での検討中ですので、今回俎上にあるごみ袋のサイズの多様化に

つきましても、最終的には下妻地方広域事務組合の枠組みの中で終着されるのかなと認

識しております。しかしながら、域内統一するまでの間、何か町でもできることはない

か、引き続き可能性を探ってまいりたいと思います。 

以上、議員各位のご理解とご協力をお願いしまして答弁といたします。 

議長（上野政男君） ２番、赤塚千夏議員。 

２番（赤塚千夏君） 以前、不燃ごみの30リットルを可燃ごみに、ただ印刷だけ変える

だけならできるかもと言っていましたので、早急にやっていただきたいなと思います。 

あと、最初にお願いしました500円の収集シールを貼って個別に回収するみたいなのも、

令和９年というのはあと２年待たなければいけないわけで、できましたら町独自でその

間の２年間だけでもやっていただきたいなというのをお願いしたいのですけれども、最

後にそこだけお聞かせください。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 
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町長（野村 勇君） ただいまの赤塚議員のご質問に答えさせていただきたいと思いま

す。 

やはり新しい取組というのは必要なので、古河でやっているようなやつなんかも皆さ

んが必要であればということでやっていきたいと思います。 

それと、茨城の中でごみ袋を無償で配布しているのは、下妻、八千代、旧石下、この

３つだけなのです。無償です。それを統一していこうではないかということで、今、常

総市長、下妻市長と私で相談しているところでございます。 

いずれにしましても、町民の方のごみ出しですね、利便性の確保、これは努力してま

いりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

議長（上野政男君） いいですか。 

     （「はい」と呼ぶ者あり） 

議長（上野政男君） 以上で２番、赤塚千夏議員の質問を終わります。 

暫時休憩をいたします。 

                             （午後 ２時０３分） 

                                      

議長（上野政男君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

                             （午後 ２時２０分） 

                                      

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員の質問を許します。 

５番、谷中理矩議員。 

     （５番 谷中理矩君登壇） 

５番（谷中理矩君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に基づき一

般質問を行います。 

今回は、初めての一問一答形式ですので、不慣れなところ、お許しください。本日は、

２つのテーマについて伺います。 

１つ目に、誰もが参加しやすい意見募集の仕組みづくりについてお聞きしていきます。

町民の皆様が声を上げる、また行政の側でその声を形にする。それがよりよい町政運営

の形かなと思うのですけれども、やはりどうしてもその間にコミュニケーションのそご

があったりして、どういった声を上げているのかが見えてこなかったり、またそれをど

のように形にしているのかが見えてこなかったり、そういったところが生まれてきてし
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まうとやはり双方にとってもったいない、マイナスになってしまうのではないかと私は

考えております。それが無事双方声を反映させることができると、町政への信頼を高め

ることにもつながりますし、町民と行政とが共にまちをつくるという基盤をつくること

ができます。 

今回、具体的な例として挙げますパブリックコメントですが、行政手続法に基づく法

的義務として、必ず行わなければならないものとして存在しております。ただ、一方で、

このパブリックコメント制度、なかなか告知が届いていなかったり、計画が難しくて理

解がしづらかったり、また意見が一部に偏っているのではないかといった課題があると

感じております。その辺に関して順次質問をしていきます。 

１つ目、こちらで質問させていただきます。告知方法について質問していきます。パ

ブリックコメントの募集については、町の重要な計画に町民の意見を反映させる大切な

制度であります。しかしながら、告知が広報紙、ホームページなどだけでは知らなかっ

たという町民が多くおりまして、結果的に意見提出者というのは極めてごく一部にとど

まっている状態です。より幅広く告知することができれば、子育て世代から高齢者まで

多様な世代や立場の声を集めることができます。これは町民にとって自分の意見が町に

届くという実感を持てる機会になり、町政への信頼や関心を高める効果があります。同

時に、職員にとっても事前に幅広い意見を把握できることで、後から対応に追われるリ

スクを減らすことにもつながります。町として、告知方法を工夫する考えはあるのかお

伺いいたします。 

議長（上野政男君） 生井総務部長。 

     （総務部長 生井好雄君登壇） 

総務部長（生井好雄君） 議席番号５番、谷中理矩議員の通告による一般質問にお答え

をさせていただきます。 

募集の告知方法について、幅広い町民に情報を届ける工夫を行う考えはあるか、この

ようなご質問でございます。工夫というものはしていかなければならないものと認識を

しているところでございます。 

現状について申し上げますと、八千代町においては、平成27年の１月に八千代町パブ

リックコメントの手続に関する要綱、こちらを制定しまして、これに基づいてパブリッ

クコメント実施マニュアルを策定し、パブリックコメントを実施している、このような

状況にございます。各種計画等の策定をしたり、施策の指針を決定する際などに、町民
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の皆様の意見を広く募集するよう、ホームページや広報紙などで周知を行い、期間を設

けて意見を取りまとめて、提出されたご意見に対して回答を作成して、ホームページ上

で公表をしている、このような状況でございます。この意見を提出していただく方法と

しましては、持参、また郵送、ファクスですとか、ホームページ上の意見提出フォーム

などを基本としております。提出する際には、住所、氏名を明記していただく、このよ

うな形でお願いしているところでございます。これまでに行ったパブリックコメントに

おいては、ＬＩＮＥですとかＳＮＳなどでの周知については実施をしていない、このよ

うなケースが多くて、今後、その実施マニュアルを改定しまして、周知の方法の多様化、

これを図っていくことで、町民の皆様に幅広く意見をいただく機会を増やしていく。こ

のようなことを実施することによって、町政運営にプラスに働く可能性というものも十

分あると認識をしているところでございます。 

今後につきましては、多くの町民の皆様に意見を寄せていただけるように調査研究を

進めまして、制度の改善を図ってまいりたい、このように考えているところでございま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） ありがとうございます。 

続きまして、次の質問に移りたいと思います。計画案に関して、やはりどうしても専

門的な表現が多かったり、またボリューム自体がかなり大きなものになっております。

どうしても町民にとって理解が難しい内容になりがちです。分かりにくい計画というの

は、どうしても最後まで読むということも難しくて、なかなか結局は意見ができないよ

うな計画になってしまいます。直近の、この質問に合わせてパブリックコメントの回答

数、お答えできればお願いしたいのですけれども、かなり数が少ない状況にあるのかな

と思っております。町民が理解しやすい形に工夫することで、町の方針をきちんと知る

ことができる。知らないまま何か情報を与えられるというよりかは、やはり理解しやす

い、町が何をしようとするのかがしっかり分かる環境が整いますので、町民にとっても

自分が、町のこの計画どうなっているのか、実際計画づくりに参加しているような感覚、

誇りであったり納得感というものが生まれてくるかと思います。 

加えて、こういった分かりやすくするという工夫を行うことで職員も、後から誤解で

あったり、説明対応であったり、終わりにくくなって、結果的にはやはり合意形成をス
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ムーズに進めやすくなると考えております。町として、伝え方、理解しやすさについて

改善の考えがあるか、お聞かせください。併せて、直近のパブリックコメントの回答数

のほうを部長のほうにお願いいたします。 

議長（上野政男君） 生井総務部長。 

     （総務部長 生井好雄君登壇） 

総務部長（生井好雄君） 谷中議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

直近のパブリックコメントの件数を先にお答えさせていただきたいと思います。令和

６年度に行いましたパブリックコメントは６件行いました。このうち意見が寄せられた

ものにつきましては、八千代町学校の適正規模・適正配置に関する方針、これに対する

もので、３人の方から10件の意見といいますか、それが寄せられていると。直近のもの

で申し上げますと、このような形になります。 

それと、ご質問の専門的で難しい計画案を住民が理解しやすい形に改善していく考え

はあるかということでございますけれども、こちらも改善をしていかなければならない

認識はございます。現状について申し上げますと、町の計画書につきましては、専門用

語がやはり多い部分がございます。確かに内容が分かりにくいという指摘があることも

認識はしているところでございます。ほとんどの計画において行政用語が多く使われて

おり、また計画に盛り込むべき情報というものも多く、国が求める要件を満たすことが

規定される場合や複数の階層の構成、また長期的な視点、このようなものが求められる

ことが多い。そのため、どうしても分かりにくい部分というものがあったり、あとは抽

象的で、ページ数についても膨大になってしまうと、このようなこともございます。そ

れと、計画の構成としまして、背景や課題など、説明事項が冒頭の部分を占めていて、

何の計画がどういう内容なのかというポイントが分かりにくいというような、このよう

なご指摘もしかるべきものであると認識をしているところでございます。 

改善する部分といたしましては、町民の皆様に分かりやすい形で示すことができるよ

うに、冒頭にその計画のポイントを示す構成、また概要版など分かりやすくなるものを

作成して要点を示すなど、様々に工夫を行って、町の施策に理解を深めていただく、こ

のようなことが必要であると考えているところでございます。過去に策定をした計画書

では、概要版を作成して、そのイラストですとか図表などを用いて使用して、視認性の

高い形式や分かりやすい一覧形式の構成などを採用したものも幾つかございます。今後

におきましては、各計画の策定に当たっては、町民の皆様に分かりやすい、何を目指し
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ているものなのかはっきりと分かるような、具体性のある計画の策定を進めてまいりた

い、このように考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） ありがとうございます。やはりどうしても難しくなってしまうと

いうところで、ぜひその辺、分かりやすいダイジェスト版であったり、可能であれば動

画であったり、少しでも町民の皆様に伝わるような工夫を継続していただきたいと思っ

ております。 

次に、３つ目の質問になります。こちらパブリックコメントに対してのアンケートの

併用というところになります。パブリックコメント自体は自由な意見を集めるには有効

ではありますが、どうしても全体意見の抽出というよりかは一部の指摘というか、なる

べく質の高いもの、同じような意見があったりすると、それは集約として一つの意見の

ように捉えられるものかなと思っております。やはりパブリックコメントに対する捉え

方としては指摘をいただく。一方で、町民の皆様がどのように考えているのかをつかん

でいくに当たっては、やはりパブリックコメントだけではなくて無作為抽出によるアン

ケートを組み合わせることで、より幅広い町民の声を統計的に把握できるようになるか

と思います。既にその計画策定に当たっては、アンケートの実施等はされているかと思

うのですけれども、そちらに当たって、これをなるべく回数を増やすであったり、小回

りが利く形でアンケートを取っていく。これによって、限られた人の声だけが反映され

るのではなくて、やはりあまり声を上げにくい、上げるのが得意ではない人。また、ふ

だん声を上げないけれども、やはり多数派の方、同様な意見を持っている方の意見をき

ちんと反映することにもつながります。職員の皆様にとっても、偏った意見だけではな

くて町民全体の傾向というところをデータで見ることができると、実際この計画策定の

根拠を説明しやすくなると思いますし、実際正当性というところを強めることができま

す。実際アンケートとなると、どうしても手間に感じてしまうところもあるかと思いま

すが、予算もかかるというところであると思いますが、先ほどおっしゃっていたＳＮＳ

での活用、ウェブでのアンケート調査であったりすれば比較的取りやすいかなと。どう

しても若い世代のほうが答えやすくはなるかとは思うのですけれども、ある程度手間を

抑えてアンケートの回答をもらえるかなと思います。実際、統計学的にも人口、八千代

町、約２万で見たときに、大体２万に対して信頼性が95％ぐらいのアンケート結果をも
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らおうとすると400も要らないですよね。300後半ぐらいの回答数があれば、実際それは

おおむね95％の声を反映しているというものとして受け止めることができるので、ぜひ

そういったところを、今まで以上にまめなアンケート調査を取るということを検討する

考えがあるか、お伺いいたします。部長にお願いします。 

議長（上野政男君） 生井総務部長。 

     （総務部長 生井好雄君登壇） 

総務部長（生井好雄君） 谷中議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

パブリックコメントについては、自由意見の収集、それと無作為抽出によるアンケー

ト調査、これを併せて実施をして、アンケート調査については全体像の把握、このよう

なそれぞれの利点といいますか、役割といいますか、このような仕組みを合わせて取り

入れていく、このような仕組みを使っていく考えはあるかというようなことでございま

すけれども、このやり方をしていくに当たっては、やはり十分な調査研究、このような

対応が必要であるとまずは認識しているところでございます。各種計画ですとか方針決

定の際に、計画案、方針案を作成して、これをお示ししてご意見をいただくというのが

パブリックコメントでございますけれども、確かにパブリックコメントは自由に意見を

いただく制度で一部の方の意見、このような性質は否めないところでございます。統計

的に全体的な意見の集約という観点からは、各種計画の策定に当たって、計画案を作成

する前の段階で町民の皆様を対象にアンケート調査を実施しているところでございます。

統計的に全体の実態を捉えるため、偏りが生じないよう、無作為抽出によるアンケート

を実施している例が、これまでの計画策定については多くなっている例がございます。

この無作為のアンケートを実施している過去５年間の計画策定におきましても、21件の

計画のうち、18件でアンケート調査というものは実施をしております。このうち、子ど

も・子育て支援事業計画ですとか、高齢者福祉計画などでは、それぞれの子育て家庭で

すとか高齢者の世帯など対象者が特定される計画においては、その対象となる方の全数

の調査というものを行っている、このような計画もございます。対象者が限定されない、

広く町民全体の方が対象となる計画では無作為抽出の方法を取っている、このような状

況でございます。町民の皆様にも様々な立場で多様なご意見があると思われますので、

無作為に抽出した町民の皆様にご回答いただくアンケートは、全体的な意見の集約とい

う意味で有効な手段であると認識をしているところでございます。 

令和６年度に八千代町地方創生総合戦略を策定する際に、無作為抽出による町民アン
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ケート、こちらを実施をいたしました。令和６年の９月から10月の間に16歳以上の町民

の方を対象に、無作為抽出で3,000人にアンケート調査を実施いたしました。この際の回

収率というのですか、回答率というのですか、これは31.8％、人数で申し上げますと953人、

これだけの回答が集まっているところでございます。先ほど議員のご質問にございまし

たとおり、300後半、これ数字で言えばそれはクリアしているような状況で、回答率とし

ていいほうなのかなというふうには捉えているところでございます。 

また、計画案を作成したものについてアンケートを実施して、町民の皆様の意見を集

約する、このような手順においては、今まで町においては実施はしてきた例はないとこ

ろでございます。 

今後におきましては、先進事例なども含めまして調査研究を進めて、町民の皆様のご

意見を町政運営に取り入れるため、アンケートやパブリックコメントなど様々な意見収

集の方法を活用しまして、多くの町民の皆様の幅広い意見を反映させるよう取り組んで

まいりたい、このように考えているところでございます。議員各位のご理解、ご協力を

賜りますようお願いを申し上げます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） それでは、最後の質問、ぜひ町長に答弁お願いいたします。 

このようにアンケートであったり、パブリックコメントであったり、これも行政と町

民との間でのコミュニケーションの一つかなと思っております。また、先ほど言ったよ

うに、過去の調査ですと900を超える回答数がアンケート調査で出てきた。900というの

は相当な数で、ほぼほぼ町民意見を代弁しているものだと思って間違いないかなと私は

感じています。ゆえに、さっき言った400もあれば、おおよその声を聞くことができてい

ると考えると、アンケート調査、そういった調査をふだんからやっていればやっている

ほど、それに対する手間というか、慣れているものに対してはやはりどんどんやりやす

くなるかと思いますので、そうすることで手間も減ってきますし、まめな調査によって、

それまでやってきた計画であったり、施策に対する検証ということができるかなと思っ

ております。検証を繰り返していくことで、町としても、当町において大きな予算でど

んと何か進めていくというのはそう簡単にできるものではないですし、ゆえに小回りの

利く町政運営というものができてくるのかなと思います。その辺りに関して、ぜひ町長

からも一言いただけるとありがたいです。お願いします。 
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議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの谷中議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

アンケート調査、パブリックコメント、やっぱり方法が幾つかありまして、そして我々

は、それを目的ごとに、どちらを選択するかというものを考えながらやっていくわけで

ありますが、結局考えますと、アンケート調査、統計的な分析を目的とする形に対して

パブリックコメントの場合は、政策などを制定する際に、事前に皆さんに聞く。そして、

その意見を反映させる、そこが違う。大きなところで言えば、目的はある程度同じとこ

ろあるのですが、意見の公開の仕方が違うという形になると思います。アンケート調査

は結果が集計され、結果的に公表しますが、個々の意見がそのまま公開されることは少

ない。しかし、パブリックコメントのほうは、提出された意見とそれに対する行政側の

考え方が公開される、ここが大きく違うわけであります。そして、谷中議員が言われる

ように、多ければ多いほど、町民の皆さんの意見を吸い上げれば吸い上げる。いただけ

ればいただけるほど、自分たちのやっているその仕事に対して信頼性や、あるいは裏づ

けというものが担保されてくるということですから、我々行政に携わる者にとって皆さ

んの意見がある程度集約してくれて、背中を押してくれるというような方向に向かえば

これはいいと。しかし、一方で、逆に50対50ぐらいの結果が出たときに、それはどうす

るのだという形もあって、そこは政策決定に対しては、やはり責任者である私がそれは

判断していくということになりますが、アンケートという方法も、大体漠然として全体

の概要をつかむにはアンケートというのは有効であるというふうに思います。何％の方

が反対している、何％の方が賛成して、これ大きい。しかし、パブリックコメントの場

合は、谷中議員がおっしゃるように、聞いていることが理解できているのかと。町民の

方が理解していただいているのかというのを、まずそこの努力も第１段階として必要に

なるというふうに思います。後になって、あんな面倒くさいもの答えられなかったとい

うような話にならないように、ここは細かくかみ砕いて、その上で町民の皆さんに、こ

の政策に対してどうですかというような問いかけをしないといけないというふうに思い

ます。先ほど部長のほうからグラフを使ったりというような、そういう方法も示されま

したが、それも一つであると思いますし、一昔前はよく、横文字を使うな、そういう形

もございました。ただ、今は行政文書の中でもいろんな形の中で、まず１行に１つぐら
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いは横文字が入ってくるという時代になっています。例えば税金で言えばインボイスな

んていったって、インボイスといったやつを理解している人がどれだけいるのだという

話も出ますし、いろいろ町民の方に我々が訴えたいことを、中身をきちんと伝える努力

をした上でパブリックコメントをいただきたいというふうに思っています。大きな事業

については、例えばこれから公民館の建て替えなんかについても、これはもちろんパブ

リックコメントというものをいただくことになると思います。その中で、町民の方がど

のように考えているか、そういった個々の意見を聞くことができる。そして、それを政

策に反映するというような形を取ってまいりたいと思います。ですから、形としては、

アンケート調査とパブリックコメントの場合は、情報の公開の仕方が違ってくると。そ

れをまずは認識していただくということと、我々は言葉の意味であるとか施策の内容で

あるというものをきちんと伝えた上で、そして正しいコメントをいただく。そのような

努力の方向を示してまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員、次に進んでください。 

５番（谷中理矩君） 続きまして、次の質問のほうに移らせていただきます。 

２つ目は、町公式ＬＩＮＥの活用による行政サービスの利便性向上についてお聞きし

ます。町公式ＬＩＮＥですが、公式ＬＩＮＥの前に、ＬＩＮＥ自体、皆様お聞きしたこ

とがあるかと思います。実際多くの方がスマートフォンに入れて利用している状況であ

るのはほぼ間違いないかと思っております。今現在、国内のユーザー数も9,900万人いる

と言われていまして、日本人の人口全体で見たときに、ほとんどカバーしていると言っ

ても過言ではないサービスになっております。このＬＩＮＥですが、進んでいる自治体

においては、かなり進んだ活用がされています。茨城県の県西地域でＬＩＮＥがどのよ

うに使われているかとかではなくて、今こそ先進自治体の研究をきちんとしていくこと

で、先日やっていただいたデジタル住民票であったり、近くでなくとも国内でとにかく

進んでいる事例というところをきちんと見つけて、それがどのような仕組みで運用され

ていて、それをどのように持ってきたらいいか、そもそも当町でそれを活用するという

ところにきちんと効果があるかというところをしっかり検証した上で、当町で活用する、

それが今やるべきことかなと思っております。今回、町公式ＬＩＮＥというのが、当初

新型コロナウイルスがはやりまして、そこから予防接種を予約するというので町の公式

ＬＩＮＥが整備されて、今それが現在も運用されている状況ではあります。ただ、それ
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がおおよそ４年前ですかね、大分たちまして、今八千代町以外の自治体を見ますと、先

ほど言ったように、大変便利な使われ方をしております。 

質問１つ目に入りますが、町の公式ＬＩＮＥでは、今現在、開くと町のホームページ

であったり、そういった行政の情報へのリンク集として使われるという役割にどうして

もとどまってしまっている。リンク集というか、押すとホームページに飛んでいったり

するというところです。やはり広報紙で見るとかホームページよりもＬＩＮＥのほうが

見やすい、使いやすいであったり、ＬＩＮＥで完結すれば便利だよねとか、そういった

声も聞くことができます。ＬＩＮＥをやはり日常的に使っている町民の方というのは役

場の窓口に行かなくても手元で情報を得られるということが大変大きなメリットにもな

っております。それを考えますと、やはり現状のリンク集として使われるだけではなく

て、町民の皆様が積極的に利用する動機につながるような取組というのを町としてどの

ように考えているのか、どのように捉えているのかお伺いいたします。 

議長（上野政男君） 馬場秘書公室長。 

     （秘書公室長 馬場俊明君登壇） 

秘書公室長（馬場俊明君） 議席番号５番、谷中理矩議員の通告による一般質問にお答

えいたします。 

まず、本町の公式ＬＩＮＥについて、現状をどう捉えているのかというご質問でござ

いますが、現在行政が運営をしております公式ＬＩＮＥにつきましては、その目的によ

り様々な役割を担っていると考えてございます。本町のＬＩＮＥ公式アカウントにつき

ましては、議員のご質問にもありましたとおり、令和４年に新型コロナワクチン接種の

オンライン予約を受け付けるために運用を開始したという経緯がございます。その後、

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類となりまして、緊急事態宣

言が解除される少し前からほかのＳＮＳに加えて、若い年代の方、また幅広い年代の方

が利用しているＬＩＮＥによる町公式アカウントの活用を図るために、複数の行政サー

ビスやそれぞれの部署の情報を集約して、町民の方に効率的に情報を提供するためのポ

ータルサイトのような役割を持たせるよう運用を切り替えたところでございます。 

このような流れから、現在は、町からの情報提供や発信を主としてサイトの運用を行

っております。議員がご指摘したように、リンク集として町のホームページに飛ぶよう

な運用を行っておりますけれども、今後はどのようにすれば見てもらえるのか、また分

かりやすい情報発信をどのように行っていくのか創意工夫を日々協議している状況でご
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ざいますので、今後こういう工夫をしながら運用を改善していきたいと考えております。 

今、ホームページに飛ぶだけではなくてＬＩＮＥ上でもある程度情報が分かるような

工夫を、そこでこの前の期日前の投票を呼びかけて、そういったお知らせもできるよう

に今改善をしているところでございますけれども、今後につきましても、リンク集だけ

ではなくてＬＩＮＥの活用を進めていきたいと考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） ありがとうございます。ＬＩＮＥ上での情報発信だったり、かな

り私のスマートフォンの中にも通知がよく鳴るようになっていまして、いろいろな情報

発信見させていただいております。逆にこちらから、行政サービスのこういう手続が主

体であったり、そういったところをＬＩＮＥを開くことで、ＬＩＮＥの中だけで完結で

きるようになると、さらに利便性が高まるかと思いますので、それに関してちょっと質

問させていただきます。 

ＬＩＮＥで完結することが、例えばこういった証明書を発行してほしいというものを

ＬＩＮＥ上で予約まで完結できる。あとは身分証を持って窓口に行くだけであったり、

それ以外に、例えばこのごみってどう捨てたらいいのというのをチャットで送ると、こ

れこれはこういうふうに捨ててくださいとか、最近はやりのリチウムイオンバッテリー

の処分の仕方とか、そういったところも職員の方が対応するのではなくて、例えばＡＩ

のチャットボットであったり、あとＬＩＮＥについているミニアプリといったものを活

用することで、町民が役場に行かなくても済んでしまう。仮に、日中忙しくて窓口やっ

ているときに行けないけれども、夜間とか休日でもそういった申請がある程度できるで

あったり、若い世代とか子育て世代がどうしても、今言ったように、日中に行きづらい

という方でも手続ができるという利便性を得ることができるかと思います。こういった

サービスというのはやはり町民にとっても行政が、ＬＩＮＥ越しのどこか遠くではなく

てやはり日常に寄り添っているような、そういった実感も、実際ＬＩＮＥというサービ

スはほぼほぼ毎日、１回以上皆さん使っているのは間違いないのかなとは思っていまし

て、皆さんが使っているサービスを通して八千代町という行政の窓口にもつながること

ができると思うことは、本当にある意味町民の皆さんの日常に寄り添っているとも言え

るようなことかと思っております。また、職員の皆さんにとっても窓口対応であったり、

電話対応であったり、そういったところの件数が少しでも減らすことができる。それ以
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外の業務のほうに集中できるようになるというようなメリットがあるかと思います。こ

ういった町として新たな機能、いわゆるチャットボットであったり、そういったものを

活用してのＬＩＮＥで手続が完結できるようなサービスを目指すことについてどう検討

しているか、回答お願いいたします。 

議長（上野政男君） 馬場秘書公室長。 

     （秘書公室長 馬場俊明君登壇） 

秘書公室長（馬場俊明君） ただいまの谷中議員のご質問にお答えをいたします。 

チャットボットやミニアプリを活用した、行政手続完結型のサービスについてという

ことです。こちらＡＩの活用も含めまして、今後デジタル化の流れの中で、町民の方が

便利に使えるようにすることは大変重要な課題であると認識をしているところでござい

ます。近年は、行政区未加入者の増加もありまして、行政情報をどのように町民の方に

発信していくか、これも課題の一つであると認識をしております。町からの情報発信の

効果を高めるためには、ＬＩＮＥの登録者数を増やすことが必要となってまいります。

町民の方にとって有益性の高いツールとすることが登録者数の増加にも直結するのでは

ないかと考えているところでございます。神奈川県座間市の事例を見ますと、行政手続

のオンライン化を図るために、ＬＩＮＥ公式アカウントに多くの手続を載せたことによ

って登録者も増えたというような事例もあるようでございます。単に情報発信するだけ

ではなく、行政手続の利便性向上を図るため、また町民の方とのコミュニケーションを

図る上でも、チャットボットやミニアプリなどを活用した手続完結型サービスへの拡張

は、今後ますます必要になってくる機能であると考えております。 

参考までに申し上げますと、現在、オンラインによる行政手続というのがございまし

て、茨城電子申請届出サービスというものがございます。こちらで今、当町におきまし

ては、申請可能な手続が34ございます。現在のところはまだちょっと利用率が低くて、

中には妊娠の届出などヒアリングが必要で、オンラインだけでは手続が完結できないも

のもございますが、今後、ＬＩＮＥも含め、もっと手軽に利用できるシステムの構築、

また広報活動、ＰＲ、こちらが必要であると考えてございます。ＬＩＮＥの登録者数を

進めていくことと利便性を図ること、今後の課題であると認識をしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） ありがとうございます。他市事例のほうも、リサーチありがとう
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ございます。ほかの自治体もそうかと思うのですけれども、よく使う手続なんかを一気

にＬＩＮＥ上でできるようにして登録者を増やすというところもありますし、実際当町

においては、すぐにどんとやるというのはやはり大変かなとも思います。ただ、一方で、

町民の皆さんが特に使うような、窓口で聞くような、そういった町民の生活に直結する

機能から段階的にＬＩＮＥを拡充していくというところが一番当町においてはやりやす

いような気がしております。また、実際、町民の皆さんにとっても、よく気になってい

るところ、困っていたところというところから改善された、八千代のＬＩＮＥが便利に

なったねというふうに言ってもらえることにもつながるかなとも思います。実際、具体

的に言いますと、やっぱり窓口負担の大きい業務から順次取り組んでいくことで、その

導入効果といったところを確認しながら、段階的に広げやすくなっていくかと思います。

本町としても、どのように例えば段階的に進めていくとか、そういった導入の、このよ

うに進めていったらいいのではないかみたいなところをもしあればお伺いいたします。 

議長（上野政男君） 馬場秘書公室長。 

     （秘書公室長 馬場俊明君登壇） 

秘書公室長（馬場俊明君） 谷中議員のご質問にお答えいたします。 

段階的に導入を進める考えはあるのかということでございますが、町公式ＬＩＮＥの

活用による行政サービスの向上につきましては、先ほども申しましたように今後の重要

課題であると認識をしております。今後につきましては、議員がおっしゃるような座間

市や矢板市などの先進事例などを参考に調査検討を進めまして、段階的に導入をしてい

きたいと考えております。また、やはり優先課題は窓口業務であろうと思いますので、

そういった全庁的な体制を整えながら、段階的に進めていきたいと考えております。ま

た、導入に当たりましては、交付金の活用など、財源の課題も検討してまいりたいと考

えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） 細かいところに行ってしまうようなのですけれども、段階的導入

をするに当たって、実際行政サービスのどういったところから優先順位をつけてやって

いくべきか、先ほど窓口業務等ありました。窓口業務の中でも、実際こういった業務で

あったり、具体的なところがあればお答えいただきたいと思います。 

議長（上野政男君） 馬場秘書公室長。 
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     （秘書公室長 馬場俊明君登壇） 

秘書公室長（馬場俊明君） 谷中議員のご質問にお答えをいたします。 

４番目の優先して取り組むべきサービスということでお答えをさせていただければと

思うのですが、先ほど窓口業務ということもちょっと触れましたので、その辺もちょっ

とお答えをしたいとは思うのですけれども、先ほども言いましたように、オンラインの

手続、これの導入につきましては、役場庁舎全体での取組となるかと思います。そのた

めに、庁舎内での連携体制が大きな課題となります。段階的にということでございます

が、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション推進計画というのは、町で令和６年度に

つくりましたので、計画と併せまして、計画的に進めていくべきかなと考えております。

その中で、ＡＩの活用なども今後の課題ではあると思うのですが、具体的に言うと、ご

みの問題ですとか、あと水道の加入の手続ですとか、そういったものがあったり、また

福祉の手続、そういうのもあろうかと思っております。 

また、ＬＩＮＥで発信する、最優先というか、課題としては、安全安心で、防災情報

ですね、現在もＬＩＮＥで発信はしているのですけれども、もっと分かりやすい情報発

信ですね。先ほども言いましたように、ＬＩＮＥの登録者数が増えないと、やはりそれ

だけでは駄目なので、防災情報、さらに子育て情報、子育てアプリというのもあるので

すけれども、そういったものも少し拡充をしながらＬＩＮＥで配信をしていければいい

のではないかということも考えてございます。 

いずれにしましても、優先順位などにつきましても、システム関連企業との打合せを

行いながら、役場庁内、特に窓口関係部署と協議調整を行いながら、チャットボットの

導入などは提供していきたい課題であると考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） ありがとうございます。 

最後に、町長に答弁お願いしたいと思います。やはりＬＩＮＥというふだん皆さんが

日常的に使っているサービスを行政サービスとしてきちんと使いやすくすることで、町

民の皆さんの暮らしに寄り添う、そういった言い方もできるのですけれども、やはり八

千代町に移住定住で移ってきた人であったり、ふだんあまり八千代の行政サービスにな

じみのない人がそのＬＩＮＥに触れたときに、今までのホームページにどんどん、どん
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どん飛ばしていく形ではなくて、やはりＬＩＮＥ上である程度やり取りができる。ＬＩ

ＮＥでＡＩなりチャットボットとやり取りをしながら、次はこういうことをしてくださ

い、次の選択肢はどれですかみたいなところで完結ができるというのは、全国的に見て

も多くの自治体ができているとは言い難いわけで、実際八千代町でそれができるとなる

と、ある程度デジタルに関しては、この町は明るい自治体なのだなと、そういう評価も

いただけるかなと思います。その辺、野村町長がどの程度ＬＩＮＥを扱うかはまだよく

分からないのですけれども、ＬＩＮＥの今後の当町での活用の仕方、概論というか、お

おむね何かお答えいただけたらと思います。お願いします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいま谷中議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

まず、ＬＩＮＥの普及の中なのですが、２年前でさえもう日本の世帯の90.6％ですか、

もうスマホが普及しているという中で、このスマホの利用というものはこれから大事な

ことになるのではないかなというふうに思っています。 

そして、各議員さんの質問の中でもお答えしましたが、やっぱりこの農村地帯である

八千代町においては、都市機能というものは脆弱である。それとともに、情報の発信、

あるいは受ける、それについてのシステム等がまだまだ脆弱であろうなというふうな中

において、ＬＩＮＥという一つの武器があることによって様々な取組が考えられるなと

いうふうに思っています。 

私としては、今秘書公室長の話の中で１つ抜けていたやつお話しさせていただきます

と、まずスマホの使い方からみんなで勉強したほうがいいのではないかな。その中でＬ

ＩＮＥの取扱いなんかもやったほうがいいということで、私は職員のほうにも、早くス

マホ講習会、ＬＩＮＥ講習会を計画しましょうということを言っていたのですが、いよ

いよ今度はできるという見込みが立ちましたので、早いうちに町民の皆さんを対象とし

たＬＩＮＥ講習会、スマホ講習会、これを実現していきたいと思います。まずは、その

基本操作について覚えていただく。その中で、この行政サービスというものにつながっ

ていくわけでありますが、やはり谷中議員が先ほど言ったように、単なるホームページ

につながるというのではなくて、ＬＩＮＥの中で掘り下げていって完結するというのは、

やっぱり使用者にとっては一番便利だろうな。そこに例えばＡＩなんかの機能が入って
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くると、いろんなもの、自分が知りたいことに対しての編集ができて、八千代町の場合

は、こういう手続の場合は町民課に行って、どこでこういうことをやってもらうと分か

りますよと完結するというのが大事であると思います。今私が考えている中で、一番町

民の方が情報として利用されているのは相続であると思います。例えばお父さんがお亡

くなりになった場合において、ではその手続はどうするのだ、年金の手続はどうするの

だ、国民健康保険の手続はどうするのだ、銀行の手続はどうする、そういったことも知

りたいなというふうに思っています。サービスの提供の中で、やっぱり主に手続を含め

たもの、申請手続ですよね、この辺りが先行する形になるのではないかなというふうに

思っています。相続、土地の所有権の問題、あるいは広報やちよというものもいいのだ

ろうなというふうに思っています。というのは、最近、どうも紙の広報を読んでくれる

人がちょっと少なくなっているなと。新聞ではないですけれども、そういうところがあ

って、だったらスマホについてはもう誰もが四六時中、食事をする最中だろうが、寝る

前だろうが、何でも皆さん使っているわけですから、その中で対応もできるのではない

かなというふうに思っているわけです。ＬＩＮＥの場合は、大変便利なツールであると

いうふうに思っていますので、皆さんに大いに利用していただきたいということを考え

ておりますが、その中でこちらの情報発信したものに対して、受け手のほうである町民

の方が満足いただけるような流れで自分の知りたいものにたどり着く、そこまでつくっ

ていかないと期待外れのものになってしまうのではないかなという思いがしています。

多くの皆さんの期待に応えるためには、やっぱり自分で画面を開いていって、最後には

結論が出る。ここへやればいいのかと。ここまでやれば自分の疑問に思ったことは解決

できるのだなと。そういうところまでたどり着くというのは、魅力ある情報提供、情報

機器の利用の仕方になるのではないかなというふうに思っています。 

いずれにしても、都市機能の脆弱さを抱える八千代町にとっては大変な武器になると

いうふうなことも思いますし、あと何年もしないうちに必ずそういうものは自治体に取

り入れられる。八千代町としては先行して研究していきたいというふうに考えておりま

す。 

以上です。 

議長（上野政男君） ５番、谷中理矩議員。 

５番（谷中理矩君） ありがとうございました。最初の質問のパブリックコメント、ア

ンケート、町民の方の声を聞いて、それを形にするというところの距離を少しでも縮め
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ていただいて、町政運営していただけたらと思います。 

また、ＬＩＮＥに関しても、やはり八千代町のＬＩＮＥのトークが、例えば子どもで

あったり、孫であったりといったトークのすぐそばに並んでいるような状態。割と家族

とのトークのすぐ近くに八千代町がいるというだけで、そのトークがあるだけでやはり

行政が身近になるようには思います。ぜひその辺全体的に進めていただけたらと思いま

す。ありがとうございました。 

議長（上野政男君） 以上で５番、谷中議員の質問を終わります。 

 ここで、答弁関係課長の入場を許可をいたします。 

 次に、７番、増田光利議員の質問を許します。 

 なお、増田光利議員より事前に参考資料の議場モニターへの投影要請がありましたの

で、これを許可をいたします。 

７番、増田光利議員。 

     （７番 増田光利君登壇） 

７番（増田光利君） 議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行いま

す。 

大きくは、ごみ投棄問題と、所有者不明土地と相続登記の申請義務化についての２点

について質問します。 

初めに、ごみ投棄問題について質問します。７月の議会定例会で、平塚の民有地への

ごみ投棄問題が話題になりました。質問の前に、現場の写真を撮ってきましたので、見

ていただきます。写真をお願いします。場所は、平塚地内の建具屋店の丁字路信号機か

ら七、八十メートル南側の境町に向かう県道の右側です。これは、左側から撮っている

写真です。比較しやすいように、人が立っています。看板には、塀の高さ規定が3.5メー

トルと表示してあります。県の許可表示が貼ってあります。 

次の写真をお願いします。入り口を同じ場所の右側と左側から撮影した写真です。続

けて、近所にもう一か所ごみ投棄されている場所があります。 

次の写真をお願いします。これは、天王木番田農村集落センターの映像ですけれども、

場所を特定するために目印として写真撮影しました。 

次の画面お願いしたいと思います。この天王木番田農村集落センターの後ろ側がごみ

処理になっております。裏手、西側から見た映像です。 

もう一点がございます。写真お願いします。これ先ほどの農村集落センターの裏手か
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ら西側を撮った写真です。これ見たとおり、フレコン詰めしたごみが投棄してあります。

この２枚は、同じ場所の東側からと西側から撮影したものです。近隣の住民の声は、ご

みから漏れたものが地下水を通じて影響が出てくるのではと不安視していると聞きます。 

次に、同じようなごみ投棄の問題が若地区の国道125号線沿いのたびやプロパン店から

苦情を相談されました。同様に現場写真を見ていただきます。写真お願いします。これ

たびやさんの写真なのですけれども、右側の網になっているところ、そこにごみが持ち

込まれているということで、内容は、店の西側の幅六、七メートルぐらいの道路を挟ん

で隣接する民有地が貸し出された模様です。そこに突然、写真にあるように、民有地の

境にビニールシートの壁が三、四メートルの高さに張り巡らされています。その後、夜

間にごみが搬入されまして、ふだんは写真のとおり、入り口は扉が下がっていて中身が

分からない状態なのですけれども、搬入されたごみの内容が分かったのは、突風が吹い

た翌日に、その敷地内からと見られる畳が十二、三枚ほど道路に吹き飛ばされた状況で

散乱していたことで分かったそうです。時間がたつと腐ったような異臭がし始めたため、

役場にも相談。近所の人も異臭がひどいと言っております。まず、県でも視察に来まし

たが、問題ないと言うばかりで、処置に困っているという相談でした。何とかならない

かということで、先日の９月５日の大雨後、林地から茶色い水たまりができたと緊急に

連絡がありましたので、ちょっと分かりにくいのですけれども、次の写真お願いしたい

と思います。指を差しているところに茶色くなっていますよね。それは隣の家の畳がぶ

っつんであるわけなのですけれども、そこから出てきた水だということで、非常にたび

やさんも心配しているわけなのですけれども、やっぱり心配している住民の声というの

は大切にしなければいけないのではないかなと思います。 

環境課では、この２つの件についてどのような解決策を考えているのか伺います。今

回の若地区も平塚地区の件も、住宅地に隣接していることで、ごみを放置すると悪臭や

地下水への浸透など、平穏な住環境が保てなくなります。 

質問します。環境課に寄せられているごみ投棄問題を抱えている地域、個人からの苦

情件数は、過去３年間について何件あったのか伺います。 

次に、ごみ投棄の対策として、民有地へのごみ搬入、投棄を防ぐための条例は既にあ

ると聞きました。町として、どのような対策を考えているのか伺います。 

茨城県内の不法投棄の発生件数は、近年減少傾向が続いていましたが、ゲリラ投棄の

多発とともに増加傾向にあることが分かっています。今起こっている民有地へのごみ搬
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入をこれ以上放置していると、ごみ搬入に甘い町として、さらに増えかねません。町と

しての環境悪化につながるだけでなく、搬入されたごみの処置を代執行するにしても、

搬入者が処置費を出さないため執行が難しく、そのまま放置状態になる例が多く、捨て

得になることが予測されます。ごみ搬入の逃げ得を許さない規制が必要ではないかと思

います。 

次に、土地所有者に広報紙等で不当投棄につながる状況を説明し、粘り強く土地の売

買に警告していただくよう提案します。不法ごみの搬入を規制する方法は、基本的には

土地を貸さない、売買しないということが大切です。しかし、町が市有地の売買規制を

することは事実上難しいと思います。しかし、今まで以上に土地の所有者に土地の売買

や貸すことは、不法ごみ廃棄の温床になることを理解してもらえるよう啓発すべきだと

思います。取組について伺います。 

次に、２項目めの所有者不明土地について質問します。八千代町の所有者不明土地の

件数、面積。面積については、総面積との比率も伺います。所有者不明土地の発生は、

年々深刻化しています。全国的には、国交省全国調査から見ますと、原因は相続登記が

されないことが61％、住所変更登記の未了が35％です。なぜ所有者不明土地に取り組む

必要があるかと言えば、さきの１項目めで質問したごみ投棄問題に直結すると予測する

からです。同じく世帯の保有する空き地の面積は、この10年で２倍以上に増加している

ことが分かっています。これは、国土交通省、2025年４月１日のガイドラインから引用

しました。空き地が適正に管理されない場合、雑草の繁茂、ごみ等の投棄、害虫の発生、

景観の悪化等、周辺への悪影響が懸念されます。 

次に、空き地の把握はしているのか伺います。国の調査でも、空き地の定義がはっき

りしていません。調査している場合は、件数、面積等を伺います。国の調査結果では、

空き地は約６割が65歳以上の世帯によって保有されています。今後の人口動態を考えれ

ば、相続等により一層の空き地の増加が見込まれる状況です。この国の調査から、八千

代町の今後の住環境の将来像を見れば、一層の高齢化率が進み、それが高齢者世帯、一

人暮らしの増加になり、空き家及び空き地の増加、所有者不明土地の増加へと連鎖的に

悪化することを示唆しています。 

次に、不動産の相続登記が義務となって１年がたちました。来年４月からは、所有者

の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務となります。所有者不明土地を減らすた

めです。登記自体は、町が関与するわけではありませんが、相続登記の制度変更への理
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解が進んでいない状況では、所有者不明土地を減らす趣旨から、町としても広報活動に

取り組む必要が大切です。どのように考えているのか伺います。 

登記は、自分が相続したと知ってから３年以内に申請しなければなりません。正当な

理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があると言います。本来は国が主体

的に取り組むべきですけれども、住民にもきめ細かく伝えていただき、町の環境に役立

てていただきたいと思います。 

以上で質問を終わります。再質問を予定していませんので、以上でよろしく答弁をお

願いしたいと思います。 

議長（上野政男君） 古澤町民くらしの部長。 

     （町民くらしの部長 古澤朗紀君登壇） 

町民くらしの部長（古澤朗紀君） 議席番号７番、増田光利議員からの通告による一般

質問にお答えします。 

まず、１項目め、ごみ投棄問題についてお答えします。まず初めに、八千代町におけ

るごみ投棄問題に対する基本的な対応策を申し上げます。ごみの不法投棄は、廃棄物処

理法により禁止されている重大な犯罪行為となっております。住民の方から役場に対し

不法投棄が疑われる行為や投棄物を見つけた旨の通報があった際には、まず担当課であ

ります環境対策課において、現地を確認します。結果、産業廃棄物であることが確認さ

れた場合は、町から県の担当部局へ通報し、その後は県が主体となり、現地立入調査指

導を実施しております。その結果、行為者が特定できた場合には、必要に応じ警察の捜

査を経た上で、行為者に対し適正に処理をするよう指導をしております。また、不法投

棄は確認できたが、行為者が特定できない場合には、土地の所有者に対し、投棄された

ごみの管理、処分をお願いしているところでございます。 

続きまして、不法投棄の未然防止対策といたしましては、耕作放棄地や山林等の所有

者に対し、不法投棄禁止の看板を配布しております。また、茨城県が運用しております、

スマートフォンの位置情報を利用し、リアルタイムで不法投棄の通報ができるアプリ、

名称ピリカと申しますが、こちらについて広報紙や町ホームページに情報を掲載するこ

とにより、町民の皆様に対し、活用の推進活動を行っております。併せて、現在進行中

と思われる現場に対しましては、監視カメラを設置し、定点観測を行うことにより、現

場の動きに対する監視の強化を進めております。さらに、住民による監視体制の強化を

図るため、各行政区の副区長さんに産業廃棄物不法投棄監視員を委嘱し、行政区内の不
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法投棄への注意を払っていただいているところでございます。また、併せて、町職員に

よるパトロールを日常的に実施しております。 

以上を踏まえまして、先ほど増田議員から画像として映し出された件は町でも把握し

ておりまして、１件目は、県の許可が下りていますので、県の許可の下にちゃんと運営

されているかどうかの確認は町でも行っております。２件目に関しましても、定期的に

町職員が現地に入りまして、フレコンバックの中身の確認等を行っております。３件目、

若の件に関しましては、ちょうど昨日ですか、県の職員が現地に入りまして、なかなか

行為者に連絡つかないものですので、地権者、土地の所有者に対し、指導を行ったとこ

ろでございます。 

それでは、議員の質問１点目、過去３年間のごみ投棄に関する苦情の件数についてお

答えします。町に連絡のありました不法投棄の件数、令和４年度が16件、令和５年度が

13件、令和６年度が12件でございました。 

また、２点目の民有地へのごみ搬入を防ぐための条例規則についてですが、ごみを不

法投棄した場合には、上位法であります廃棄物処理法第16条で、「何人も、みだりに廃棄

物を捨ててはならない」と定めており、違反した場合には罰則を科せられます。 

なお、町の条例につきましても、八千代町環境保全に関する条例がございます。内容

といたしましては、不法投棄の禁止等、町民が健康でかつ安全な生活を営むための良好

な環境の保全を目的とした内容となっております。 

続きまして、３点目、民有地の売買がごみ投棄に結びつかないようにするための広報

活動の強化についてでございますが、現在、町ホームページや広報紙等で、土地の所有

者に対しまして、実際に廃棄物を不法投棄されてしまった事例を掲載し、安易に土地を

貸したり売ったりしないよう注意喚起をしておるところでございます。 

今後におきましても、土地の適正管理を促す広報活動を続けるとともに、パトロール

の強化など、不法投棄を未然に防止できるよう努めてまいります。 

続きまして、議員質問の２項目め、所有者不明土地と相続登記の申請義務化について

お答えします。まず初めに、１点目、所有者不明土地の件数、面積と総面積との比率に

ついてでございますが、所有者不明土地とは、不動産登記簿等を参照しても所有者が判

明しない土地、また所有者が判明していても所有者に連絡が取れない土地のことを申し

ます。 

状況についてでございますが、地籍調査事業を基にしたものになりますが、不動産登
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記簿で確認できない全国の所有不明土地の率ですが、平成28年度で20％、令和４年度で

24％という数値が示されております。これは全国的なものです。この数値は増加傾向に

あり、背景としましては、人口の減少、高齢化の進行、そして都市部への人口集中とい

った社会構造の変化が進んでいることが挙げられます。現時点で当町において町内の土

地を対象としたこうした調査は実施してございませんので、明確な数字は把握してござ

いませんが、当町におきましても状況は同様であると推察しております。議員ご指摘の

とおり、所有者不明の空き地は、ごみの不法投棄など、地域に悪影響を及ぼす懸念がご

ざいますので、未然防止となる取組の検討を進めていきたいと考えております。 

続きまして、２点目、空き地の把握についてお答えします。空き地とは、一般に住宅

や農地などで利用されず放置されている土地のことをいいますが、その利用頻度や状態

から空き地であるかどうかを判断することは非常に困難であります。しかしながら、空

き地に限定はできませんが、管理が行き届いていないことが原因による草木の繁茂やご

みの不法投棄等の苦情は多数寄せられております。直近３年間の件数を申し上げますと、

令和４年度が106件、令和５年度が198件、令和６年度が192件となっております。町の対

応といたしましては、苦情が寄せられますと現地調査により状況を確認し、管理不全の

状態と認められれば地権者の調査を進め、関係者等に適正管理の通知書を発送し、改善

を促しております。今後につきましても、より適切かつスピード感を持って対応してい

きたいと考えております。 

続きまして、３点目、相続登記義務についての広報活動の強化につきましてお答えし

ます。相続登記申請の義務化は、不動産登記法の改正により、令和６年４月１日から制

度化されました。この制度の内容といたしましては、相続人が不動産を相続で取得した

ことを知った日から３年以内に登記申請をすることが法律上義務化されたもので、正当

な理由なく手続を怠ると10万円以下の過料の適用対象となるというものです。 

当町における広報活動といたしましては、水戸地方法務局からの依頼を受けて、年度

初めに郵送します固定資産税の納税通知書、約１万2,000通に啓発用のリーフレットを同

封しております。リーフレットの内容といたしましては、相続登記が義務化されたこと、

登記しないことのデメリットや登記することのメリット、要らない土地を相続した際の

救済制度である国庫帰属制度についてのことが掲載されております。 

今後につきましては、町広報紙や公式ホームページ、ＳＮＳなどの広報媒体を活用す

るとともに、効果的な周知方法について検討を進め、所有者不明土地問題の解消に向け
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て取り組んでいきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。議員各位のご理解のほどよろしくお願いします。 

議長（上野政男君） 野村町長。 

     （町長 野村 勇君登壇） 

町長（野村 勇君） ただいまの増田議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

私への質問は、１番目のごみ投棄問題についてのところになろうかと思います。最初

の件数については、部長の答弁のとおりでございます。 

町有地へのごみ搬入を防ぐための条例規制提案について、これは上位法の範囲内で市

町村は法律を定めることができると、このようになっておりますが、環境保全条例とい

うものがあると。そこは年数がたって不備があるならば、そこに新たな項目を付け加え

ていくという形が理想的ではないかなというふうに思っています。 

全体としてごみ投棄問題に対して言えることは、本当に並々ならぬ決意を持って臨ま

ないと、とてもではないけれども、止まらない。そして、それはなぜかというと、所有

者が許した限りにおいては警察もなかなか動くことはできない、これは一つあります。

また、表立って問題が出たときには既にお金の取引が済んでいる。これは私の職員時代

の経験から、それは言えます。そして、相手は、いつ何どきに搬入すれば、役所は出て

こない、そういう情報まで拡散している。そういう相手に対して普通の対応では、とて

もではないけれども、このごみ問題というのは解決しないというふうに思います。 

そして、先ほど部長からあったように、ここ３年の数字を見ますと、年々減ってはい

るものの、10件、２桁の件数があるわけでありますから、これはゆゆしき問題であるな

というふうに思っています。不退転の決意を持って臨まないと、この問題については解

決しない。そして、八千代町においては、平たんで農地が多い。そして、空き地、空き

家が多くなっているということから狙われやすくなっているのは、これは警察の情報の

とおりでございます。ヤードに対するつくらせない条例なんかも決めましたが、今後は

相手とのどのような、いわゆる戦いになるか分かりませんが、これは止めていかなけれ

ばならない。 

そして、ごみ投棄問題について、所有者不明土地と相続登記の申請義務化につきまし

ては、これ担当部長からありました。ごみの不法投棄につきましては、不法投棄されな

いよう土地所有者に適正管理の徹底をお願いするとともに、茨城県や県警と連絡を密に
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して不法投棄防止の推進、これを強力に進めていく必要があるのではなかろうかという

ふうに思っています。行政の姿勢、これが問題になろうかと思います。パトロールの強

化もありますし、付近の住民の皆さんへの聞き取りというものもあろうかと思います。

増田さんの写真にあったとおり、雨の日に中からえたいの知れないものが流れている。

そういうことになりますと、農業の町に大きなダメージを与えるということになります

ので、これは徹底した対策を取る必要があるというふうに思っています。１度松本地内

でも少しあったわけでありますが、あれについてはガードレールというもので対抗いた

しました。町道をガードレールで止めまして、それで相手を撤退させたという形があり

ます。一度始まってしまうと、なかなか止まらない。これは相手も食べるためにやって

いると思われますので、必死でありますので、こちらも必死の覚悟で臨まないと、これ

は止めることはできないというふうに思っています。町民の皆様にも、ぜひこの甘い言

葉には乗らないでおきたい。後で撤去するといっても、まず撤去なんかあり得ない。そ

ういうことを徹底した情報を行政側から町民の皆様に、こういう手には乗らないでくだ

さい、そういうものを広報活動としてやっていきたいと思います。そして、町民の皆様

にはその手は食わないでいただきたい、それを徹底していただきたい。それが今時点に

おいて私のほうから答弁できるごみ投棄問題に対する対応という形になります。 

以上でございます。 

議長（上野政男君） 再質問ありませんね。 

     （「はい。以上で終わりにします」と呼ぶ者あり） 

議長（上野政男君） 以上で７番、増田光利議員の質問を終わります。 

本日の一般質問はこれにて終了いたします。 

                                      

議長（上野政男君） 次会は、明日午前９時から本会議を開き、引き続き一般質問を行

います。 

 本日はこれにて散会といたします。 

 

                             （午後 ３時４８分） 
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